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新規高等学校卒業者の就職につきましては、日ごろから多大な御理解と御協
力をいただき厚くお礼申し上げます。

さて、宮城県内の令和 8 年 3 月新規高等学校卒業者の就職状況につきまして
は、事業主の皆様からの多様な求人を早い時期に御提出いただきましたことに
より、前年同様高い水準となりました。

令和 9 年 3 月新規高等学校卒業予定者に当たりましても、引き続き求人の早
期確保を図るとともに、合同企業説明会などを開催し、皆様から提供される職
場情報や新規学卒者等の採用意欲、企業理念についての情報を発信するなど、
地元企業の人材確保を積極的に推進することとしております。

本冊子は、新規高等学校卒業者の募集・採用に当たっての求人の手続きや求
人活動のルール等をまとめたものですので御活用いただきますとともに、これ
からの地域の将来を担う新規高等学校卒業者全員の就職が叶い、その職場に定
着することができますよう特段の御協力をお願いいたします。

また、令和 9 年 3 月新規高等学校卒業予定者の採用準備を進められている事
業主の皆様におかれましては、すべての生徒の社会参加の機会を確保していく
ため、障害を持つ生徒の積極的な採用について検討をいただくととともに、採
用に当たりましては、応募者本人の適性や能力等を中心に選考を行っていただ
きますよう重ねてお願いいたします。

令和 8 年 4 月
宮城労働局職業安定部長　渡邉　朋之
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求人募集をする場合は、的確な採用計画を立てるとともに、ハローワークと事前に十分な相談を行い求
人活動を行うようお願いします。
新規高卒者職業紹介業務の年間スケジュールは下記のとおりです。

Ⅰ 新規高卒者職業紹介業務年間スケジュール

Ⅱ 求人手続きの流れ
事業所を管轄するハローワークで、６月 1日から求人受付を開始いたします。お申し込みについては、
下記のいずれかの方法にてお申し込みください。
なお、求人内容の変更は電話等にて連絡をお願いいたします。

時　　期 項　　目
６月１日 求人受付開始

７月１日 求人票返戻開始
求人連絡開始（求人活動開始）

９月５日 推薦開始
９月16日 選考・採用内定開始
10月１日 複数応募開始（１人３社まで）

（A）求人者マイページから仮登録 （B）前回の求人票を転用 （C）求人申込書（高卒）に記入

＜手順＞
求人者マイページの開設
※既に開設済みの場合は下記の
　＜受付＞にお進みください。

＜手順＞
前回の求人票の写しに、今回変更と
なる事項を朱書き訂正

＜手順＞
求人申込書（高卒）に記入
※ 2 件以上申込む場合はコピーして
　ご使用ください。

＜受付＞
　求人者マイページから求人の仮登録

＜受付＞
　朱書き訂正したものをハローワーク
へ提出し申込み

＜受付＞
　記入した求人申込書（高卒）を
ハローワークヘ提出し申込み

・（A）求人者マイページから仮登録する場合
　求人者マイページを開設するにはメールアドレスの登録が必要ですので、ハローワークインターネットサービ
スの 事業所登録・求人申込み から登録してください。求人者マイページを開設済みの場合は、3 ページの「マイペー
ジによる申込方法」をご参照ください。
　また、求人者マイページを開設するには事業所登録が必要です。詳細は管轄のハローワークヘお問い合わせく
ださい。

・（A）の処理、（B）及び（C）の受付について
　求人に関する問い合わせ、求人内容の変更、募集終了等についての連絡を含め、住所を管轄するハローワーク
で対応いたします。

・採用内定（決定）や募集終了について
　採用内定（決定）や募集終了となりましたら、必ず「学卒求人充足状況（採用内定状況）報告フォーム」から
入力をお願いします。（p.55 ～ p.56 参照）

ハローワークで内容等を点検確認の上、受理印を押印し、7 月 1 日以降に求人票を返戻します。

受付確認済みの求人票の写しを、求人先高校へ送付してください。

ハローワークインターネットサービス
(https:/ /www.hellowork.mhlw.go.jp)
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求人票のインターネットによる公開について
　ハローワークで受理した高卒求人は、高校の進路指導部に対し、インターネット（「高卒就職情
報WEB提供サービス」（https://koukou.gakusei.hellowork.mhlw.go.jp）により情報提供を行って
います。
　そのため、求人者が推薦依頼をしていない高校から応募希望者が出る場合があります。応募の
際には、事前に高校から応募の可否について問い合わせがありますので、出来る限り応募選考の
機会を与えていただくようお願いします。
　なお、求人情報のインターネット公開を希望されない場合は、求人申込時にお申し出いただく
ようお願いします。

1 マイページによる申込方法
　マイページを開設済みの方は、こちらをご参照に是非ご利用ください。

○もし操作方法がわからない場合は……
ハローワークインターネットサービス及びマイページの機能や操作方法はヘルプデスクへ
お問い合わせ願います。

【電話によるお問合せ】
電話番号：0570－077450
受付時間：月～金曜日　9：30 ～ 18：00（年末年始、祝日を除く）

【メールによるお問合せ】
Ｅメール：helpdesk@hd.hellowork.mhlw.go.jp

新規に求人登録する場合、以下のステップで登録します。
既存の求人情報を転用して、新たに求人情報を登録（転用登録）する場合はp.20以降をご参照
ください。
（1）求人区分等の登録
（2）事業所情報の確認
（3）仕事内容の登録
（4）賃金・手当の登録
（5）労働時間の登録
（6）保険・年金・定年等の登録
（7）選考方法の登録
（8）青少年雇用情報の登録

（1）求人区分等の登録
求人区分（高卒）や、求人情報の公開範囲（事業所名の公開）などを登録します。

■操作手順

①「求人者マイページホーム」画面を表示させます。 新規求人情報を登録 ボタンをクリック
します。

②「新規求人登録」画面が表示されます。 新規求人情報を登録 ボタンをクリックします。
③「求人仮登録」画面が表示されます。 求人情報を入力 ボタンをクリックします。
④「求人区分等登録」画面が表示されます。必須入力項目と任意の情報を入力し、 次へ進む

ボタンをクリックします。
⑤「事業所情報確認」画面が表示されます。
　引き続き、『（2）事業所情報の確認』に進みます。
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■操作手順（詳細）
①「求人者マイページホーム」画面を表示させます。 新規求人情報を登録 ボタンをクリック

します。

②「新規求人登録」画面が表示されます。 新規求人情報を登録 ボタンをクリックします。
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③「求人仮登録」画面が表示されます。 求人情報を入力 ボタンをクリックします。
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④「求人区分等登録」画面が表示されます。必須入力項目と任意の情報を入力し、 次へ進む
ボタンをクリックします。

⑤「事業所情報確認」画面が表示されます。
　引き続き、『（2）事業所情報の確認』に進みます。

「求人区分等登録」の入力項目
「求人区分等登録」の入力項目は以下のとおりです。

・求人区分
・求人情報・事業所名の公開範囲
（「公開希望」の１か４を選択できます。）
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（2）事業所情報の確認
登録されている事業所情報の内容を確認します。

■操作手順
①「事業所情報確認」画面で事業所情報の内容を確認し、 次へ進む ボタンをクリックします。
②「仕事内容登録」画面が表示されます。

■操作手順（詳細）
①「事業所情報確認」画面で事業所情報の内容を確認し、 次へ進む ボタンをクリックします。
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事業所情報の内容を変更したいときは…
この画面からは変更できませんので、事業所情報を変更してください。(p.33参照）

（3）仕事内容の登録
職種や仕事の内容、雇用形態、就業場所、必要な経験・技能等を登録します。
必須入力項目以外も可能な範囲で入力してください。

■操作手順
①「仕事内容登録」画面で、必須入力項目と任意の情報を入力し、 次へ進む ボタンをクリック

します。
②「賃金・手当登録」画面が表示されます。

②「仕事内容登録」画面が表示されます。
　引き続き、『（3）仕事内容の登録』に進みます。
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■操作手順（詳細）
①「仕事内容登録」画面で、必須入力項目と任意の情報を入力し、次へ進む ボタンをクリック

します。

「仕事内容登録」の入力項目
「仕事内容登録」の入力項目は以下のとおりです。

・職種　　　　　　　   ・就業場所
・仕事の内容　　　　   ・マイカー通勤
・派遣・請負等　　　   ・転勤の可能性
・雇用形態　　　　　   ・既卒者・中退者の応募可否
・雇用期間　　　　　   ・必要な知識・技能等（履修科目）
・試用期間　　　　　   ・通学
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求人情報の作成に役立つ情報を参照したいときは…

jobtagの職業情報を参照する ボタンをクリックすると職業情報提供サイト（job tag）のトップページが表示
されます。
職業情報提供サイト（job tag）では、募集する職種などで関連する職業を検索することができ、仕事の内
容、必要なスキル・知識や資格、一般的な労働条件など求人の作成に役立つ情報を参照できます。

②「賃金・手当登録」画面が表示されます。
　引き続き、『（4）賃金・手当の登録』に進みます。

（4）賃金・手当の登録
賃金形態、基本給、各種手当、昇給、賞与などを登録します。
必須入力項目以外も可能な範囲で入力してください。

■操作手順
①「賃金・手当登録」画面で、必須入力項目と任意の情報を入力し、 次へ進む ボタンをクリック

します。
②「労働時間登録」画面が表示されます。
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■操作手順（詳細）
①「賃金・手当登録」画面で、必須入力項目と任意の情報を入力し、次へ進む ボタンをクリック

します。
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「賃金・手当登録」の入力項目
「賃金・手当登録」の入力項目は以下のとおりです。

・賃金形態等　　　　　　　　　　　　　　・特別に支払われる手当
・毎月の賃金　　　　　　　　　　　　　　・通勤手当
・基本給（a）　　　　　　　　　　　　　　  ・賃金締切日
・定額的に支払われる手当（b）　　　　　　  ・賃金支払日
・固定残業代（c）　　　　　　　　　　　　  ・昇給
・a + b　　　　　　　　　　　　　　　　   ・賞与
（固定残業代がある場合はa + b + c）

求人情報の作成に役立つ情報を参照したいときは…

jobtagの職業情報を参照する ボタンをクリックすると職業情報提供サイト（job tag）のトップページが表示
されます。
職業情報提供サイト（job tag）では、募集する職種などで関連する職業を検索することができ、仕事の内
容、必要なスキル・知識や資格、一般的な労働条件など求人の作成に役立つ情報を参照できます。

②「労働時間登録」画面が表示されます。
　引き続き、『（5）労働時間の登録』に進みます。

（5）労働時間の登録
就業時間や時間外労働、休憩時間、休日などを登録します。
必須入力項目以外も可能な範囲で入力してください。

■操作手順
①「労働時間登録」画面で、必須入力項目と任意の情報を入力し、 次へ進む ボタンをクリック

します。
②「保険・年金・定年等登録」画面が表示されます。
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■操作手順（詳細）
①「労働時間登録」画面で、必須入力項目と任意の情報を入力し、次へ進む ボタンをクリック

します。

「労働時間登録」の入力項目
「労働時間登録」の入力項目は以下のとおりです。

・就業時間　　　　　   ・休日等
・時間外労働　　　　   ・年次有給休暇
・休憩時間　　　　　   ・年間休日数

②「保険・年金・定年等登録」画面が表示されます。
　引き続き、『（6）保険・年金・定年等の登録』に進みます。
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（6）保険・年金・定年等の登録
募集する雇用形態に適用される保険や退職金、定年制度、就業規則の有無などを登録します。
必須入力項目以外も可能な範囲で入力してください。

■操作手順
①「保険・年金・定年等登録」画面で、必須入力項目と任意の情報を入力し、 次へ進む ボタン

をクリックします。
②「選考方法・応募前職場見学登録」画面が表示されます。

■操作手順（詳細）
①「保険・年金・定年等登録」画面で、必須入力項目と任意の情報を入力し、次へ進む ボタン

をクリックします。
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■操作手順（詳細）
①「選考方法・応募前職場見学登録」画面で、必須入力項目と任意の情報を入力し、次へ進む

ボタンをクリックします。

「選考方法・応募前職場見学登録」の入力項目
「選考方法・応募前職場見学登録」の入力項目は以下のとおりです。

・求人数　　　　　　　    ・選考場所
・受付期間　　　　　　    ・赴任旅費の有無
・新卒入社日　　　　　    ・担当者
・既卒者等の入社日　　    ・補足事項
・応募前職場見学　　　    ・求人条件にかかる特記事項
・複数応募　　　　　　    ・紹介希望安定所
・選考方法　　　　　　    ・指定校推薦
・選考結果通知　　　　    ・ハローワークヘの連絡事項
・選考日　　　　　　　

②「青少年雇用情報登録」画面が表示されます。
　引き続き、『（8）青少年雇用情報の登録』に進みます。

16



（8）青少年雇用情報の登録
新卒者採用者数や、平均勤続年数、研修の有無など以下の内容を登録し、仮登録を完了させます。
また、仮求人票（PDFで表示）を確認することもできます。

■操作手順
①「青少年雇用情報登録」画面で、必須入力項目と任意の情報を入力し、完了 ボタンをクリック

します。
②「求人仮登録完了」画面が表示されます。

■操作手順（詳細）
①「青少年雇用情報登録」画面で、必須入力項目と任意の情報を入力し、完了 ボタンをクリック

します。
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「青少年雇用情報登録」の入力項目
「青少年雇用情報登録」の入力項目は以下のとおりです。
企業の職場情報　　　　　　　　　　　　　　　　  区分毎の職場情報
・募集・採用に関する情報　　　　　　　　　　　   ・区分毎の情報
・職業能力の開発及び向上に関する取組の　　　　   ・募集・採用に関する情報

実施状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ・職場への定着の促進に関する
・職場への定着の促進に関する取組の実施状況　　      取組の実施状況

仮の求人票を表示させたいときは…
仮求人票を表示 ボタンをクリックすると、別ウィンドウにPDF版の仮求人票が表示

されます。

　　　　　　　　　　　　 ボタンについて
最後の登録情報の読み込み ボタンをクリックすると、最後にハローワークが受理した同じ
区分（高卒求人・大卒等求人）の青少年雇用情報を読み込むことができます。（仮登録
状態のものは反映されません）。その際、入力途中の情報は読み込んだ情報に上書きさ
れますのでご注意ください。

最後の登録情報の読み込み

　　　　　　　　　　　　 ボタンの表示について
新規にマイページを開設する際に、「求人申し込み実績」画面で「過去にハローワーク
に求人を申し込んだことがある」を選択して、事業所情報の登録を省略して求人情報を
登録している場合、最後の登録情報の読み込みボタンは表示されません。

最後の登録情報の読み込み

②「求人仮登録完了」画面が表示されます。
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求人情報を仮登録すると…
「求人者マイページホーム」画面に申し込み中の求人２件までが表示されます。
３件以上表示させる場合には、 有効中の求人を全て表示 ボタンをクリックしてくだ
さい。

本登録が完了すると、ハローワークから求人受理完了のメッセージがメールで届きます。
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■操作手順（詳細）
①「求人者マイページホーム」画面で 新規求人情報を登録 ボタンをクリックします。
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③「求人区分等登録」画面が表示されます。
　既存の求人情報を活用して、仮登録できます。

（2）「転用可能な求人詳細」画面から登録する
「新規求人登録」の「転用可能な求人一覧」から、求人の詳細を表示して転用登録します。

■操作手順
①「新規求人登録」画面の転用したい求人情報にある 詳細を表示 ボタンをクリックします。
②「転用可能な求人詳細」画面が表示されます。
　内容を確認し、 この求人情報を転用して登録  ボタンをクリックします。
③「求人区分等登録」画面が表示されます。
　既存の求人情報を活用して、仮登録できます。

②「新規求人登録」画面が表示されます。
　転用したい求人情報にある この求人情報を転用して登録  ボタンをクリックします。
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■操作手順（詳細）
①「新規求人登録」画面の転用したい求人情報にある 詳細を表示 ボタンをクリックします。
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②「転用可能な求人詳細」画面が表示されます。
　内容を確認し、 この求人情報を転用して登録 ボタンをクリックします。

③「求人区分等登録」画面が表示されます。
　既存の求人情報を活用して、仮登録できます。

（3）「無効になった求人一覧」画面から登録する
求人者マイページの「無効になった求人の一覧」から転用登録します。

■操作手順
①「求人者マイページホーム」画面の「無効になった求人」にある 無効になった求人を全て表示

ボタンをクリックします。
②「無効になった求人一覧」画面が表示されます。
　転用したい求人情報にある この求人情報を転用して登録  ボタンをクリックします。
③「求人区分等登録」画面が表示されます。
　既存の求人情報を活用して、仮登録できます。
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■操作手順（詳細）
①「求人者マイページホーム」画面の「無効になった求人」にある 無効になった求人を全て表示  

ボタンをクリックします。
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②「無効になった求人一覧」画面が表示されます。
　転用したい求人情報にある この求人情報を転用して登録 ボタンをクリックします。

③「求人区分等登録」画面が表示されます。
　既存の求人情報を活用して、仮登録できます。

（4）「無効になった求人情報詳細」画面から登録する
「無効になった求人の一覧」から、求人の詳細を表示して転用登録します。

■操作手順
①「求人者マイページホーム」画面の「無効になった求人」にある 詳細を表示 ボタンをクリック

します。
②「無効になった求人情報詳細」画面が表示されます。
　転用したい求人情報にある この求人情報を転用して登録  ボタンをクリックします。
③「求人区分等登録」画面が表示されます。
　既存の求人情報を活用して、仮登録できます。
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■操作手順（詳細）
①「求人者マイページホーム」画面の「無効になった求人」にある 詳細を表示 ボタンをクリック

します。
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③「求人区分等登録」画面が表示されます。
　既存の求人情報を活用して、仮登録できます。

②「無効になった求人情報詳細」画面が表示されます。
　転用したい求人情報にある この求人情報を転用して登録  ボタンをクリックします。
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就業場所や職種、雇用形態など任意の検索条件で求人情報を検索できます。
ホーム画面から過去に受理された「現在有効中または申し込み中の求人」「無効になった

求人」「転用可能な求人」を検索する方法を説明します。

■操作手順
①「求人者マイページホーム」画面の求人検索ボタンをクリックします。
②「求人情報検索・一覧」画面が表示されます。

③検索条件を入力し、 検索 ボタンをクリックします。
　求人の種類は、「現在有効中または申し込み中の求人」「無効になった求人」「転用可能な求人」

から選択します。

■操作手順（詳細）
①「求人者マイページホーム」画面の求人検索ボタンをクリックします。
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■ 過去に受理された求人を特定の条件で検索する



②「求人情報検索・一覧」画面が表示されます。
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③検索条件を入力し、 検索 ボタンをクリックします。
　求人の種類は、「現在有効中または申し込み中の求人」「無効になった求人」「転用可能な求人」

から選択します。
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検索後の操作について
検索した求人に対して、応募者管理、求職情報検索、求人の編集、転用登録が可能で
す。
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登録した事業所情報を変更できます。変更した内容はハローワークで確認の上、受理され
ます。受理された後、30分程度で求人情報に反映されます。

事業所情報は登録状況が「仮登録完了」、「差し戻し中」、「本登録完了」のときに変更
できます。「ハローワーク確認中」の場合は、事業所情報を変更できませんので、お急ぎの
場合は、電話等により管轄のハローワークにご連絡ください。

事業所情報の登録状況の確認、修正は、「事業所情報・設定」画面から行います。

ここでは、「事業所PR情報」を変更する手順を例に説明します。

■操作手順
①グローバルメニューの「事業所情報設定」をクリックします。
②「事業所情報・設定」画面が表示されます。
　変更したい項目のタブ（ここでは「事業所PR情報」タブ）をクリックします。
③「事業所PR情報」画面が表示されます。

　事業所情報を編集ボタンをクリックします。
④「事業所PR情報編集」画面が表示されます。
　変更したい項目を修正してください。

⑤変更を完了する場合は次へ進むボタンをクリックして、「画像情報編集」の画面を表示して
ください。

⑥画面下部にある 完了 ボタンをクリックします。
⑦「事業所情報変更における注意事項」画面が表示されます。

　変更の申し込みをする場合は OK ボタンをクリックしてください。
⑧「事業所情報・設定」画面に戻ります。

　 編集内容を申込 ボタンをクリックします。
⑨「事業所情報編集完了確認」画面が表示されます。

　変更の申し込みをする場合は 完了 ボタンをクリックしてください。
⑩「事業所情報編集完了」画面が表示されます。
　事業所情報変更の手続き完了メッセージがメールで届きます。
　ハローワークで確認後、受理されます。
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■ 事業所情報を変更する



■操作手順（詳細）
①グローバルメニューの「事業所情報設定」をクリックします。

②「事業所情報・設定」画面が表示されます。
　※登録状況は画面上部で確認できます。
　変更したい項目のタブ（ここでは「事業所PR情報」タブ）をクリックします。　
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③「事業所PR情報」画面が表示されます。
　事業所情報を編集 ボタンをクリックします。
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④「事業所PR情報編集」画面が表示されます。
　変更したい項目を修正してください。
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完了 ボタンをクリックすることでページ内の編集は完了しますが、この時点では
ハローワークに編集した情報は連携されていません。 次のページのとおり、必ず
編集内容を申込 ボタンをクリックし、「事業所情報編集完了」画面まで進んでくだ

さい。

別の画面を修正したいときは…
・画面下部にある次へ進むボタンまたは前へ戻るボタンをクリックして、該当の画面を
　表示させてください。

⑤変更を完了する場合は次へ進むボタンをクリックして、「画像情報編集」の画面を表示
してください。

⑥画面下部にある 完了 ボタンをクリックします。

事業所情報の変更申し込みについて（ 完了 ボタンを押しても申込はまだ完了していません。）
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⑦「事業所情報変更における注意事項」画面が表示されます。
　変更の申し込みをする場合は OK ボタンをクリックしてください。

⑨「事業所情報編集完了確認」画面が表示されます。
　変更の申し込みをする場合は 完了 ボタンをクリックしてください。

⑩「事業所情報編集完了」画面が表示されます。
　事業所情報変更の手続き完了メッセージがメールで届きます。
　ハローワークで確認後、受理されます。

⑧「事業所情報・設定」画面に戻ります。
　 編集内容を申込 ボタンをクリックします。
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■ 月平均所定外労働時間と有給休暇の平均取得日数の算出方法



年 月 日

円 日

1 3

2 4

１．可　　２．不可
マイカー通勤

特記事項：(全角30文字以内）

３ヶ月

転勤の範囲：(全角30文字以内）

１．あり　　２．なし 試用期間の期間：（全角10文字以内）

同条件　　　　・　　　　異なる

通学

試用期間中の労働条件：

１．可　　２．不可

転勤の可能性
１．あり　２．なし

１．必須
２．あれば尚可
３．不問

必要な知識・技能等の詳細：

最寄り駅（　　　　　ＪＲ仙台　　　　　駅）から ［ 徒歩 ・ 車 ］で（　　　５　　 分）

賃金・
手当

賃金形態
等

　１．月給　２．日給　３．時給　４．年俸制
　５．その他

毎月の賃金

基本給（a)

円

固定
残業代

（ｃ）(全角
120文字以

内)

１．あり １４,２００　円

２．なし
固定残業代に関する特記事項：

月平均
労働日数

定額的に
支払われ
る手当(b)
（手当名は
全角6文字
以内）

手当  円 手当 円

手当 円 手当

雇用期間
１．定めなし　２．定めあり（４ヶ月以上）　３．定めあり（４ヶ月未満）　４．日雇

　　　　年　　　　　月　　　　　日　～　　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　又は　　　　　年　　　　　ヶ月

契約更新の可能性 １．あり（　原則更新　　・　　 条件付きで更新あり　）　　２．なし

仕事
内容

職種：(全角40文字以内）

仕事の内容：(全角300文字以内）

就
業
形
態

１．派遣・請負ではない
２．派遣
３．紹介予定派遣
４．請負

雇
用
形
態

　１．正社員　　２．正社員以外　　３．有期雇用派遣労働者　　４．無期雇用派遣労働者

正社員以外の名称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

試用期間

既卒者・中退者の
応募可否

既卒応募： １．可　　２．不可 中退者応募： １．可　　２．不可

卒業後概ね（　３　）年以内

１．あり（ 受動喫煙対策の内容：　屋内禁煙　・　喫煙室設置 ）　２．なし（喫煙可）　３．その他

受動喫煙対策に関する特記事項：

　
     　　就業場所
     (所在地・名称等)
　

所在地(全角90文字以内）

最寄り駅（全角26文字以内）

受動喫煙対策に関する

特記事項（全角60文字以内）

求人申込書（高卒） 受付年月日 《令和》

求人
区分

事業所名：

　　　　株式会社ハロー東北
事業所番号：

　　　　　　　　　０４０１ - ◯◯◯◯◯◯ - ◯

求人の対象年度 　（　  令和 ９　　）年     ３  月卒業の求人

公開希望 １．事業所名等を含む求人情報を公開する　　　　　　　４．求人情報を公開しない

　☑ 事業所所在地に同じ 　□ 在宅勤務に該当

〒         －

従業員数：就業場所（　　７５  　人）  うち女性（　　３７　　人）  うちパート（　　１０　　人）

受動喫煙対策

必要な知識・技能等
（履修科目）

詳細：(全角210文字以内）

２０.０１８１,０００

１．現行 ２．確定

一般事務

普通自動車免許（ＡＴ限定可）

時間外労働の有無にかかわらず１０時間分の固定残業代として支給。

時間外労働が１０時間を超えた場合は、追加で支給。

給与、社会保険関係を中心とした事務を担当していただきます。主な業務は、給与計算、勤怠管理、

社会保険関係の書類作成、事務用品の管理、データ入力、電話応対です。

「若年雇用促進法に基づくユースエール認定企業」 「ＰＲシートあり」 ※変更範囲：変更なし

駐車場は各自確保

将来的に東北６県、東京、大阪、北海道へ

転勤の可能性あり

2 求人申込書（高卒）記入例

あらかじめ事業所の住所を管轄するハローワークにおいて事業所登録が必要です。

（1/4）
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求人区分
「公開希望」
・各高等学校の進路指導教諭に対して、高卒就職情報WEB提供サービスで求人情報を公開することを希望する場合には「１
事業所名等を含む求人情報を公開する」を選択し、希望しない場合には「４求人情報を公開しない」を選択してください。

仕事内容
「仕事の内容」
・生徒が最も重要視する項目の一つです。分かりやすい記入をお願いします。
・将来の配置転換など今後の見込みも含めた、従事すべき業務の変更範囲を明示してください。（p.63参照）
「就業形態」「雇用形態」
・該当する数字に○を記入してください。
・雇用形態の「２．正社員以外」を選んだ場合は、「正社員以外の名称」に準社員、期間社員などの具体的な名称を記入して
ください。
・無期派遣労働者については誤解を招かないよう「１.正社員」ではなく、「４.無期雇用派遣労働者」としてください。
「雇用期間」
・定めありの場合は期間を明示してください。
「契約更新の可能性」
・「雇用期間」欄で「あり」と回答した場合に記入してください。
・契約更新の可能性「あり」の場合には、「原則更新」か「条件付きで更新あり」のいずれかを選択し、更新の際の具体的な
更新条件、通算契約期間または更新回数の上限などについて「補足事項」欄（p.44）に詳しく記入してください。
「試用期間」
・試用期間がある場合はその期間を「試用期間の期間」欄に記入するとともに、労働条件が異なる場合はその内容を「補足事項」
欄（p.44）に記入してください。
「就業場所」
・本社で採用事務を一括処理する等により、求人申込み時にその就業場所が特定できない場合は、就業可能性のある工場・支
店等を記入し、「補足事項」欄（p.44）に就業場所決定の方法・時期等を記入してください。
「受動喫煙対策」
・受動喫煙対策の有無を選択してください。なお、「その他」を選択した場合は、「受動喫煙対策に関する特記事項」欄に記
入してください。
・「受動喫煙対策」で「喫煙室設置」を選択した場合は、「喫煙のみを行う部屋がある」、「喫煙できる室（飲食サービス提
供あり）がある」、「加熱式たばこのみの喫煙ができる室がある」等を「受動喫煙対策に関する特記事項」欄に記入してくだ
さい。
「マイカー通勤」「通学」
・「可」の場合は駐車場の有無や有料か無料等の情報を「マイカー通勤の特記事項」欄に記入してください。
「転勤の可能性」
・転勤の可能性がある場合は、「あり」を選択するとともに、「転勤範囲」欄に雇入れ直後の就業場所と異なる就業場所を記入してく
ださい。
「必要な知識・技能等」
・高校生の採用は未経験者の採用が基本です。できる限り応募の機会を広げていただくようお願いします。例えば、普通自動
車運転免許が必要な場合でも、誕生日などの事情により入社までに取得ができない求職者もいるため、入社後の取得を認める
等柔軟な対応をお願いします。

賃金・手当
「賃金形態等」
・該当する数字に○を記入してください。（・月給…月額を決めて支給・日給…日額を決めて、勤務日数に応じて支給・時
給… 時間額を決めて勤務時間数に応じて支給・年俸制… 年額を決めて、各月に配分して支給・その他… 具体的に明示して
ください。）
※月給制において欠勤した場合に賃金控除がある場合は、「補足事項」欄（p.44）に具体的に記入してください。
「基本給」
・「基本給」欄には、初任給の額を記入してください（固定残業代や各種手当は含めないでください）。

また、記入した賃金に応じて、「現行」か「確定」のいずれかを選択してください。
　※「現行」：申込み時点で賃金額の確定が困難な場合、当該年の新規高等学校卒業者採用者の現行の賃金額とする。
　・基本給は、月給制の場合にはその額を、月給制以外の場合には１日の所定労働時間、月平均労働日数等から算出した月額
を記入してください。
「固定残業代」
・固定残業代がある場合は「あり」を選択し、額を記入します。その上で、「固定残業代に関する特記事項」欄に「時間外手当
は、時間外労働の有無にかかわらず、固定残業代として支給し、●時間を超える時間外労働は追加で支給」と記入してください。
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円

円

1 円 3

2 円 4

日 日

円 ％

回 賞与月数： ヶ月分 賞与額： 円 ～ 円

回 賞与月数： ヶ月分 賞与額： 円 ～ 円

1 時 分 ～ 時 分

2 時 分 ～ 時 分

3 時 分 ～ 時 分

日

日

１．毎週 ２．なし ３．その他　　

　　

４．健康保険 ５．厚生年金

１．加入　　　　２．未加入

２．なし

歳
２．なし ２．なし

再雇用制度
１．あり

上限年齢
１．あり

上限年齢：

上限年齢：

１．あり
一律定年制

１．あり
定年年齢： ６５

その他：

歳まで７０

勤務延長
１．あり

上限年齢
１．あり

歳まで
２．なし ２．なし

入居可能住宅 １．単身用あり　　２．世帯用あり　　３．なし

休憩
時間 ６０ 分

年間
休日数 １２５ 日

保険・
年金・
定年
等

事業所登
録情報と
条件が異
なる場合
のみ記入

加入保険等
１．雇用保険
７．その他（

労働
時間

就業
時間

　※就業時間で該当する場合は選択：

時間外
労働

(全角60文
字以内）

１．あり 月平均時間外労働時間：

休日等
(全角100文
字以内）

休日 □ 月　　□ 火　　□ 水　　□ 木　　□ 金　　□土　　☑ 日　　☑ 祝　　☑ その他

週休二日制

６．財形
　　　　）

企業年金 □ 厚生年金基金　□ 確定拠出年金　□ 確定給付年金

退職金共済

退職金制度

２．なし

１．あり
勤続年数

２．なし

定年制

２．労災保険　３．公務災害補償

３．必要（　　　５　　　）年以上

１．不問　　２．必要（１年未満）

００ ００９

９ ００ ００

賞与

新規学卒者の賞与制度の有無

１．制度あり ※（新規学卒者の）前年度実績がある場合は記入

２．制度なし

１．制度あり ※（一般労働者の）前年度実績がある場合は記入
２．制度なし 回数 又は

回数 ２.００ 又は

４.００

１

１

昇給
１．制度あり 　※新規学卒者の前年度実績がある場合は記入

２．制度なし 金額：

賃金
締切日

１．固定（月末以外） 毎月
賃金

支払日

１．固定（月末以外） 当月 ・ 翌月

又は 昇給率：６，０００

賃金・
手当

a＋b

（固定残業代がある場合はa＋b＋c）

通勤手当

１．実費支給（上限あり） 　　月額　・　日額

１９５,２００
２．実費支給（上限なし）

３．一定額 ３０,０００
４．なし

特別に支
払われる

手当
（手当名は
全角6文字
以内）

手当 ３,０００ 手当 円

手当 手当 円

２．固定（月末） ２．固定（月末）      当月・翌月

３．その他

精勤

３．その他

一般労働者の賞与制度の有無

時間 　☑ ３６協定における特別条項あり

２．なし 　特別な事情・期間等：

年次有給
休暇

入社時の年次有給休暇日数

6ヶ月経過後の年次有給休暇日数

１５

１０

５

１．交替制（シフト制）　２．フレックスタイム制　３．裁量労働制
４．変形労働時間制（1ヶ月単位・1年単位・1週間単位非定型的）

就業
時間

１８

１２

１５

決算業務、納期のひっ迫、非常時の顧客対応

１ヶ月６０時間、年６回まで、年間７２０時間

休日はシフト制。 その他の休日として、年末年始休暇４日、夏季休暇３日を付与。

（2/4）
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賃金・手当
「手当」
・「定額的に支払われる手当」とは、毎賃金支払時に全員に決まって支給される賃金をいいます。定額的に支払われる手当の
他、家族手当、皆勤手当等、個人の状態・実績に応じて支払われる手当等がある場合は、「求人条件にかかる特記事項」欄
（p.44）にその内容を記入してください。

労働時間

「就業時間」
※法定労働時間にご注意ください。必要に応じて就業規則や各種届出の内容を確認させていただく場合があります。
・「交替制（シフト制）」について、
　交替制により就業時間が異なる場合に選択し、「就業時間１」～「就業時間３」にそれぞれの就業時間帯を入力してください。
　一定期間（1週間や1ヶ月など）ごとに作成される勤務割りなどにおいて労働時間が確定されるような場合は、「補足事項」
欄（p.44）にシフト作成・変更の手続き・ルール、労働日、労働時間などの設定に関する基本的な考え方を具体的に入力してく
ださい。
・「フレックスタイム制」について、
　「就業時間１」に標準となる一日の就業時間を記入し、「補足事項」欄（p.44）にフレキシブルタイム・コアタイムの就業
時間帯を記入してください。
・「裁量労働制」について、
　「補足事項」欄（p.44）に、例えば、「裁量労働制（○○業務型）により、出退社の時刻は自由であり、○時間勤務したも
のととみなす」等記入してください。
　また、「就業時間１」に具体的な就業時間について記入する必要はありませんが、　 「就業時間１」に入力する場合は、実
態・目安であることを「補足事項」欄（p.44）に記入してください。
・「変形労働時間制」について、

特に指定がなければ「就業時間１」に記入する必要はありませんが、「補足事項」欄（p.44）に、例えば「変形労働制によ
り始業は●時～●時、終業は●時～●時とし、シフト制で決定する」（一ヶ月単位の場合）など、具体的に記入してください。

「３６協定」
・３６協定における特別条項がある場合は「特別な事情・期間等」欄に、例えば、「○○とき（特別な事情）は○回を限度と
して1 ヶ月○○時間まで、一年○○時間できる」と具体的に記入してください。

「休日等」
・「週休二日制」欄には、下記の該当する数字に○を記入してください。

１．毎週・・・完全週休二日制を実施している場合
２．なし・・・週休二日制を実施していない場合
３．その他・・・それ以外の形態で週休二日制を実施している場合
　年末年始休暇や夏季休暇など特別休暇がある場合は、「その他の記載事項」欄に記入してください。

保険・年金・定年等

「企業年金」
事業所登録の内容と異なる場合は、下記のいずれかを記入してください。
１．厚生年金基金
２．確定拠出年金
３．確定給付年金

「入居可能住宅」
・入居可能な住宅がある場合に該当する項目「単身用あり」、「世帯用あり」、入居可能な住宅がない場合は「なし」を選択
してください。なお、利用条件や宿舎費用などの詳細、空きが出れば利用可能な住宅がある場合などは「求人条件にかかる特
記事項」欄（p.44）に記入してください。
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人 人 人

月 日 ～ 月 日

１．可　　２．不可 １．可　　２．否

日以内）

月 日 月 日 以降随時

- -

- -

紹介希望安定所： 求人連絡数： 人

紹介希望安定所： 求人連絡数： 人

紹介希望安定所： 求人連絡数： 人

紹介希望安定所： 求人連絡数： 人

紹介希望安定所： 求人連絡数： 人

受付期間 １．期間　　２．開始日のみ指定

３

新卒入社日
(全角25文字以内）

　令和９年　４月　１日

指定校推薦

※学校名及び推薦人員数を記入

ハローワークへの
連絡事項

(全角600文字以内）

※ハローワークへ連絡したい事項がある場合に入力してください。（求人票には表示されません。）

都道府県：

９ ５ １１９

選考
方法

補足事項
(全角300文字以内）

求人条件にかかる
特記事項

(全角300文字以内）

紹介希望安定所

都道府県：

都道府県：

都道府県：

都道府県：

※事業所登録情報と異なる場合に記入

内線：

FAX番号
※事業所登録情報と異なる場合に記入

Eメールアドレス

赴任旅費の有無 １．あり　２．なし

担当者

課係名、役職名 　総務課長

担当者 　宮城　花子

担当者（カタカナ）　ミヤギ　ハナコ

電話番号

　hello.ws-saiyou@antei.ne.jp

選考結果通知 (面接選考結果通知：　面接後：

選考日

選考場所
(全角90文字以内）

☑ 事業所所在地と同じ　□ 事業所情報に登録した就業場所名称　□ 選考場所を記入

〒　　　　　　　　　－

選考方法

☑ 面接　☑ 適性検査　□ その他　 選考旅費 １．あり　２．なし

その他の選考方法（　　　　　　　　　　　　　　　                        　　　                                　）

学科試験 ☑ 一般常識 □ 国語 □ 数学 □ 英語 □ 社会 □ 理科 ☑ 作文□ その他

１０

９ １６

最寄り駅（　　　　　ＪＲ仙台　　　　　駅）から ［ 徒歩 ・ 車 ］で（　　　５　　 分）

不問：

１．日にちを指定　　 ２．随時　　３．応募者の相談に応じる 　４．応募　不可

令和８年 １０月 １日 以降

既卒者等の入社日
　年　　　　　　　月　　　　　　日

応募前職場見学 複数応募
☑随時 又は□補足事項欄参照

求人数 通勤： 住込：

適性検査はＳＰＩを実施します。

＊応募前職場見学を歓迎いたします。（随時） 日程はお打合せにて決定します。

＊応募前職場見学への参加有無によって採否を決定するものではありません。

＊選考回数：１回 ＊昇給：年１回、毎年４月１日

＊入居可能住宅：宿舎使用料（単身用）は毎月２万円

＊パソコン操作は、入社後指導していきます。

（3/4）
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選考方法
「求人数」
・新規高卒者の求人数を記入してください（一般求人や大卒等求人の求人数は含めないこと）。
求人者が入居可能住宅を用意しない場合には「通勤」、用意した住宅に入居することを条件とするときは「住込」、雇い入れ
る労働者の希望があれば用意するときは「不問」に記入してください。

「新卒入社日」
・新卒者の入社日を記入してください。

「既卒者等の応募可否・入社日」
・高校既卒者の応募の可否を選択してください。
応募可の場合、「既卒者等の入社日」欄に入社日の詳細を記入してください。

「応募前職場見学」
・生徒に応募先選定・確認の機会をできる限り与えるため、積極的な受入れをお願いいたします。「応募前職場見学」の可否
について、「可」を選択した場合には、「随時」又は「補足事項欄参照」を選択し、「補足事項欄参照」を選択した場合には
「補足事項」欄に詳細を記入してください。
　なお、応募前職場見学は、生徒が事前に職業や職場への理解を深め、適切な職業選択や、事前の理解不足による就職後の早
期離職の防止を目的として行っていただくものです。このことをご理解いただき、応募前職場見学が求人者の採用選考の場と
ならないよう十分にご注意ください。

「選考方法」
・選考方法において、その他に選択した場合は、詳細を「その他の選考方法」欄に記入してください。また、適性検査の具体
的な検査名も、「その他の選考方法」欄に記入してください。
※面接や選考試験を複数回実施する場合は、選考の流れを「補足事項」欄に記入してください。

「受付期間」「選考日」
・高校生の推薦開始期日は、推薦文書の到達が９月５日（沖縄県については８月30日）以降となっています。
　また、選考開始期日は９月16日以降となっています。ご注意ください。

「補足事項」「求人条件にかかる特記事項」
・各欄に書ききれなかった内容や応募上の注意事項などを記入してください。
　なお、ハローワークが情報を追加する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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女性 人 男性 人

　　　前事業年度の出産者数： 女性 人 男性の配偶者 人

％ ％

４ 人 男性 ２ 人

　 　前事業年度の出産者数： 女性 ４ 人 男性の配偶者 ３ 人

※　グループ会社等別法人の情報は含めません。

従業員の平均年齢：　　　４０.６　歳

区分毎の職場へ
の定着の促進に
関する取組の
実施状況

（１）前事業年度の月平均所定外労働時間：

（２）前事業年度の有給休暇の平均取得日数：

（３）前事業年度の育児休業取得者数： 女性

区分毎の情報 区分の名称（　　　　　一般職　　　　　）
※求人を行っている採用区分（例：総合職／一般職）、学
歴別（大卒／高卒）、事業所別、職種別など。企業の任意
の区分で可。

区分毎の募集
・採用に関する

情報

（１）新卒者等採用者数：　前年度：　　２　　人　２年度前：　　１　　人　３年度前：　　１　　人

　　 新卒者等離職者数：　前年度：　　０　　人　２年度前：　　０　　人　３年度前：　　０　　人

（２）男性新卒者等採用者数：　前年度：　　１　　人　２年度前：　　１　　人　３年度前：　　０　　人

　　 女性新卒者等採用者数：　前年度：　　１　　人　２年度前：　　０　　人　３年度前：　　１　　人

（３）平均勤続勤務年数：　　１８.０　年

（２）前事業年度の有給休暇の平均取得日数：

（３）前事業年度の育児休業取得者数：

（４）女性の役員割合： 女性の管理職割合：

青少
年雇
用情
報

企業全体※の
募集・採用に
関する情報

（１）新卒者等採用者数：　前年度：　　４　　人　２年度前：　　４　　人　３年度前：　　３　　人

　　 新卒者等離職者数：　前年度：　　０　　人　２年度前：　　０　　人　３年度前：　　０　　人

（２）男性新卒者等採用者数：　前年度：　　２　　人　２年度前：　　２　　人　３年度前：　　２　　人

　　 女性新卒者等採用者数：　前年度：　　２　　人　２年度前：　　２　　人　３年度前：　　１　　人

（３）平均勤続勤務年数：　　　　　　　　年 従業員の平均年齢：　　　　　　　　歳

企業全体※の
職業能力の
開発及び

向上に関する
取組の実施状況

（１）研修の有無 (全角63文字以内）

　　　１．あり
　　　２．なし

（２）自己啓発支援の有無 (全角60文字以内）

       １．あり
　　　２．なし

（３）メンター制度の有無 １．あり　２．なし

（４）キャリアコンサルティング制度の有無 (全角60文字以内）

　　　１．あり
　　　２．なし

（５）社内検定等の制度の有無(全角60文字以内）

　　　１．あり
　　　２．なし

企業全体※の
職場への

定着の促進に
関する取組の
実施状況

（１）前事業年度の月平均所定外労働時間：

９ ３

１２ １０

２５.９ ３９.９

１１.９　日

１４.５　時間

１０.７　日

１５.５　時間

１９.５ ４２.３

新入社員導入研修、英語講座（通信制）

簿記検定講座（社外講座）、管理職研修、等

業務に資するとして会社が認めた資格の取得費用の

全額補てん

入社直後、入社３年目等の節目に人事担当者による

キャリア等に関する相談を実施

ハロー東北社内検定

（4/4）
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青少年雇用情報欄
※青少年雇用情報は、可能な限り全ての項目を記入していただくようお願いします。
・全ての項目を記入することが難しい場合でも、情報提供の義務（「企業の募集・採用に関する情報」「企業の職業能力の開
発及び向上に関する取組の実施状況」「企業の職場への定着の促進に関する取組の実施状況」の欄において、それぞれで１項
目以上の情報提供）にとどまらない積極的な情報提供をお願いします。
・数値を算出して記入する項目については、小数点第２位を切り捨て、小数点第１位まで記入してください。
・「企業の職場能力の開発及び向上に関する取組の実施状況」については、制度として就業規則や労働協約に規定されていな
くても、継続的に実施しており、かつそのことが従業員に周知されていれば「あり」と記入してください。

「新卒者等の採用者数／離職者数」
・新卒者のほか、新卒者と同じ採用枠で採用した既卒者など、新卒者と同等の処遇を行うものを含みます。直近で終了してい
る事業年度を含む３年度間についての状況を記入してください。離職者数は、各年度の採用者数のうち、３年度間における離
職者数を記入してください。
「平均継続勤務年数」
・労働者ごとの雇い入れられてから記入日の時点までに勤続した年数を合計した値を、労働者数で割って算出します。
「従業員の平均年齢」（参考値）
・若者雇用促進法に基づく青少年雇用情報の項目ではありませんが、参考値として、記入日時点での平均年齢も可能な限り記
入してください。平均勤続勤務年数及び平均年齢は、事業年度末時点、事業年度当初等、求人申込書記入日直近の数値として
も差し支えありません。
「研修の有無及びその内容」
・具体的な対象者、内容を示してください。全ての研修の内容を書き切れない場合は、主な研修の内容のみ記入してくださ
い。
「自己啓発支援の有無及びその内容」
・教育訓練休暇制度、教育訓練短時間勤務制度がある場合は、その情報を含めて記入してください。他には、配置等について
の配慮、始終業時刻の変更、資格取得の費用補助等もこの欄に記入してください。
「メンター制度の有無」
・メンター制度とは、新たに雇い入れた新規学卒者等からの職業能力の開発及び向上その他の職業生活に関する相談に応じ、
並びに必要な助言その他の援助を行う者を当該新規学卒者等に割り当てる制度のことです。
「キャリアコンサルティング（※１）制度の有無及びその内容」
・セルフ・キャリアドック（※2）を実施している場合は、その情報を含めて記入してください。キャリアコンサルティング
を実施する者が企業に雇用されているかどうか、また資格の有無は問いませんが、企業内の仕組みとしてキャリアコンサルテ
ィングが実施されていることが必要です。
※１　キャリアコンサルティング
　労働者の職業の選択、職業生活設計または職業能力の開発や向上に関する相談に応じ、助言や指導を行う。
※２　セルフ・キャリアドック

労働者が自らのキャリアや身に付けるべき知識・能力等を確認することを通じて主体的なキャリア形成を行うことを支援す
るため、年齢、就業年数、役職等の節目において定期的にキャリアコンサルティングを受ける機会を設定する仕組み。

「前事業年度の月平均所定外労働時間・有給休暇の平均取得日数」
・算出方法はp.31を参照してください。
「前事業年度の育児休業取得者数／出産者数」
・育児休業取得者数及び出産者数について、いずれも記載してください。
・男性については、配偶者の出産者数を記載してください。
「役員及び管理的地位にある者に占める女性の割合」
・求人区分に関わらず、企業全体に雇用される全ての労働者に関する情報としてください。
＊「管理的地位にある者」とは、原則としていわゆる課長級以上が該当します。
「区分毎の情報」（本求人に対する追加の情報提供）
・企業全体の情報のほか、求人申込みを行っている採用区分（例：学歴別（大卒／高卒）、総合職／一般職）や事業所別、職
種別などの情報についても、追加情報として極力記入してください。
＊ 追加の情報については、 貴社の任意の区分の情報で構いません。

【 記載する情報についての留意事項 】
・「企業（⇔区分毎）」の情報については、求人事業所を含めた企業全体の情報を記載してください。
・海外支店等に勤務している労働者については除外した情報としてください。
・原則として、求人申込書の記入日時点の最新の状況について記載してください。

47



作成例

48



作成例

49



Ⅲ 新規高卒者の取扱いについて

1 求人活動のルール

　新規高卒者を対象とする求人活動については、学校教育面での障害防止と生徒に的確な職業選択を行わ
せるため、過当な求人活動による弊害を未然に防止する必要があるとの観点に立ち、次のような求人活動
に対する規制措置がとられておりますので、十分御留意のうえ、公正な求人活動を行うようお願いします。

⑴　家庭訪問の禁止
求人活動のために、高校在学生徒の家庭を訪問することは、全面的に禁止されています。

⑵　学校訪問の規制
求人者が求人活動のため、高校を訪問するには一定の規制があり、その内容は都道府県によ

り異なりますので、事前に学校を管轄するハローワークに問い合わせてください。
宮城県の場合は次のとおりです。
①　訪問期間は、７月１日以降とすること。

なお、学校訪問に当たっては、授業等に支障を来さぬよう短時間での訪問にご協力をお
願いします。

②　訪問する場合は、ハローワークにおいて確認を受けた求人票の写しを持参するか、又は
事前に送付しておくこと。

③　訪問する場合は、事前に学校の了解を得た上で行うこと。
⑶　文書募集の規制

新規高卒者を対象とした文書募集は、卒業年度の７月以降とし、次の条件を守ってください。
①　ハローワークヘ申込みを行った求人であること。
②　求人者管轄ハローワーク、求人番号を記載すること。
③　求人票記載内容と異なる内容のものでないこと。
④　応募の受付は、高校又はハローワークを通じて行うこと。
※　文書募集とは、新聞や雑誌、その他の刊行物に広告等を掲載したり、頒布することに

よって労働者を募集すること。（インターネットを利用した募集も含む。）
⑷　直接募集・委託募集について

求人者が直接新規高卒者に働きかけて応募を勧誘したり、求人者に雇用されている者が求人
者の指示により直接生徒に働きかけて応募を勧誘したりする「直接募集」は、生徒の的確な職
業選択を阻害することにもなりますので、慎んでいただくようお願いします。

また、求人者が雇用している者以外の第三者に委託して新規高卒者の募集を行わせる「委託
募集」は、厚生労働大臣の許可・届出が必要になります。

詳しくは、宮城労働局需給調整事業課（TEL022－292－6071）までお問い合わせください。
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⑸　利益供与の禁止
求人者またはその委託を受けた者が新規高卒者、その他の関係者に対し、金品または利便の

供与を行うことにより、新規高卒者を対象とした求人活動を行うことは禁止されています。
⑹　職場見学について

ハローワーク及び高校の了解を得ることなく、独自に生徒、保護者等を対象とした職場見学
を実施することは禁止されています。

⑺　縁故採用について
ハローワーク、高校又は許可を受けた職業紹介事業者の紹介によらないで新規高卒者を採用

することについては、雇用条件等が不明確となりがちなために、就職後トラブルが生じること
が多くみられますので、できるだけハローワーク等に求人申込みを行った後に採用選考してい
ただくようお願いします。

⑻　求人秩序を乱す行為に対する措置
イ　不公正な求人活動を把握したハローワークは、これを行った求人者の名称、不公正な求人

活動の概要等を求人者管轄ハローワークに通報します。
ロ　指導に応じない求人者又は悪質な不公正求人活動を行った求人者に対しては、次年度新規

高卒者を対象とする求人が申し込まれた場合は、求人票「特記事項」欄にその事実を記載し
ます。

⑼　個人情報の取扱いについて
求人者は募集形態の如何を問わず、新規高卒者に係る募集採用活動に当たって、特に、次の

事項に十分な注意を払わなければなりません。
①　個人情報の収集、保管及び使用

イ　求人者は、その業務の目的の範囲内で新規高卒者等の個人情報（以下「個人情報」とい
う。）を収集することとし、次に掲げる個人情報を収集することはできません。ただし、特
別な職業上の必要が存在すること、その他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集
目的を示して本人から収集する場合はこの限りではありません。
・人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となる恐れのあ

る事項
・思想及び信条
・労働組合への加入状況

ロ　個人情報を収集する際には、本人から直接収集し、又は本人の同意の上で本人以外の者
から収集する等適法かつ公正な手段によらなければなりません。

ハ　個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られます。ただし、他の保管若しくは
使用の目的を示して本人の同意を得た場合又は他の法律に定めのある場合はこの限りでは
ありません。

②　個人情報の適正な管理
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イ　求人者は、その保管又は使用に係る個人情報に関し、次の事項に係る措置を講じるとと
もに、求職者等からの求めに応じ、当該措置の内容を説明しなければなりません。
・個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置
・個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置
・正当な権限を有しないものによる個人情報へのアクセスを防止するための措置
・収集目的に照らして保管する必要が無くなった個人情報を破棄又は削除するための措置

ロ　求人者が求職者等の秘密に該当する個人情報を知り得た場合には、当該個人情報が正当
な理由なく他人に知られることの無いよう、厳重な管理を行わなければなりません。

2 求人申込みの手続き

　求人は、長期経営を視野に入れた採用計画に基づき、採用内定の取消や自宅待機などが生じないことを
十分検討した上で、お申込みください。

《求人申込みは求人事業所を管轄するハローワークで受付します。》
※求人受付時間（窓口来所）が原則８：30～16：00に変更となりました。

受　付　開　始

令和８年６月１日以降

①　求人職種ごとに申し込みが必要となります。（申し込みの流れについてはp. ３～p.47参照）
②　内容を確認の上、受理印を押印した求人票を７月１日以降求人事業所にお渡しします。

また、申し込まれた求人の高校への連絡は、７月１日以降となります。
③　平成22年度の入学生から学区制が廃止となり、遠方からの通学も可能となったことから、応

募機会の拡大を図るためにも、できるだけ学校指定を行わないよう配慮願います。

3 応募前職場見学の実施について

　就職を希望する生徒の的確な職業選択と職業や職場への理解不足を原因とした早期離職を防止するた
め、応募前職場見学の実施について御協力をお願いします。

⑴　実施の手続きについて
求人申込書提出時、又は提出後に「応募前職場見学実施予定表」（p.89参照）をハローワーク

に提出してください。
⑵　職場見学の実施日時等の連絡・周知について

職場見学の高校、生徒への周知のため、「応募前職場見学実施予定表」を高校への求人票送付
の際に求人票に添付してください。

また、インターネットによる高卒就職情報WEB提供サービス（https://koukou.gakusei.hellowork.mhlw.go.jp）
上に応募前職場見学会情報として掲載し、高校に対して情報提供いたします。
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⑶　職場見学への生徒の参加申し込みについて
職場見学については、所定の応募書類（p.90参照）により高校から依頼を受けます。
また、職場見学終了後は、所定の書類（p.91参照）により高校または生徒に対し報告をお願

いします。
⑷　実施に当たっての留意事項

応募前の職場見学の実施に当たっては、職場見学が求人者の採用選考の場とならないよう次
の事項について遵守をお願いします。
①　高校及び生徒からの関係書類の提出について

高校及び生徒に対して、職場見学に係る依頼書以外の書類の提出は求めないでください。
②　生徒との面談に当たっての留意点について

生徒との面談機会において、生徒本人の状況等や個人情報を聴取する等採用選考類似の行
為とならならないようお願いします。　

4 紹介と選考

　申込みされた求人に対して応募者が決まりますと、求人事業所に紹介（推薦）し、選考していただくこ
とになりますが、新規高卒者の職業紹介の正常化と求人秩序の確立を図るために、選考開始の時期が次の
ように定められておりますので御留意ください。

⑴　応募の推薦及び選考開始の時期

推薦開始日 選考・内定開始日 複数応募開始日
(1人3社まで）

令和８年９月５日以降 令和８年９月16日以降 令和８年10月１日以降

⑵　紹介と選考
①　紹介について

新規高卒者の職業紹介は、よき職業人・社会人となることを目標に適性と能力を中心に実
施することを原則としています。

②　紹介の手続き
紹介に当たり、統一応募書類（p.85～p.86参照）が高校から直接求人事業所へ送付されます。

また、事業所は、高校に対し、統一応募書類以外の提出は求めないでください。
③　選考日の通知について

就職活動が長期化しないよう、応募書類の受理後は、選考日時を速やかに決定し、校長及
び学校を通じて本人に対して通知してください。

④　採用選考について
本人の適性、能力を中心とした公正な選考をお願いします。
特に定時制、通信制の生徒、片親又は両親を欠く生徒、そのほか障害者である生徒等につ

いては正しい認識と御理解をいただき、積極的な御協力をお願いします。
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イ　選考方法には、①　書類選考、②　現地（出張）選考、③　呼出選考などがありますが、
書類のみによる選考でなく、②、③　などの方法により実施してください。

　　現地（出張）選考の場合、速やかに選考の日時や場所の略図を校長及び学校を通じて本
人へ連絡してください。

ロ　選考に当たっては、単に表面的なもので判断せず、応募する生徒がこれから伸びようと
する潜在的な素質や長所を積極的に見い出し、採用を前提としての選考を実施してください。

　　特に、生徒個人の適性や能力と直接関係のない家庭事情などをもって採否を決めること
のないようお願いします（身元調査等は厳に慎んでください）。
※なお、採用内定者数が募集人員（求人数）に達する前に募集を中止することや募集人員
を削減することは、生徒の就職活動に与える影響が非常に大きいことを御理解ください。
この場合、事前に所定の様式により公共職業安定所長及び学校長に通知する必要がありま
す（求人票に記載した応募の受付期間又は面接日が経過した場合を除く）。

ハ　オンラインで採用選考を行う際は、生徒や学校に過度な負担が生じないように、通信環
境等に配慮するようお願いします。
・学校で使用できる会場や通信機器には限りがあります。試験日の複数設定や、企業によ

る機器や試験会場の用意など、学校とも事前に調整した上で、最大限、柔軟な対応をお
願いします。

・学校との調整にあたっては、学校ごとに環境が異なることや、学校の面接会場の確保や
教員の対応が難しい場合もあることに御留意ください。

・生徒の通信料などの経済的な負担の観点などから、自宅以外での実施としてください。
・試験当日の流れやトラブル時の対応について、学校と事前に打ち合わせをお願いします。
・企業側でオンライン試験会場を用意する場合にも、実際に使用するW e b会議ツールを

学校にもお知らせください。
⑤　採否（選考結果）の通知

イ　選考後は速やかに採否を決定し、採否結果通知書（参考様式p.87、p.88）を作成し、概ね
１、２週間以内を目途に校長及び学校を通じて本人に対し書面で通知してください。

　　また、不採用となった場合は、その具体的理由を採否結果通知書に記載するとともに、
不採用者の応募書類は校長あて親展で返送してください　

採否結果通知書等の参考様式は宮城労働局HPに掲載しています。
（https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/l/120/122/12260_00001.html）

ロ　ハローワークでは、求人の充足状況を把握し、未充足求人のその後のあっ旋に努めてお
りますので、必ず「学卒求人充足状況（採用内定状況）報告フォーム」（p.55、p.56）から
入力を行ってください。
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二次元コードからアクセスする

5 学卒求人充足状況 （採用内定状況）報告フォーム

　採用内定（決定）や募集終了となりましたら「学卒求人充足状況（採用内定状況）報告フォーム」から
入力をお願いします。
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本県の新規高卒者の就職に関する応募・推薦方法は、宮城県高等学校就職問題検討会議において決定さ
れます。
令和８年度の取扱いについては次のとおりとなっておりますので、制度の円滑な実施について御理解、
御協力をお願いします。

令和８年度宮城県内高等学校卒業予定者の就職に関する申し合わせ

宮城県における高等学校卒業予定者の就職に関する取扱いについて、宮城県高等学校
就職問題検討会議において協議した結果、学校教育をさらに充実し、就職希望者の適正

な職業選択を確保するとともに求人秩序の確立を図り、併せて適正な推薦・選考が行われ
るよう下記のとおり申し合わせる。

１　求人申込みの手続き等について
（1）求人申込みを行おうとする事業所は、管轄する公共職業安定所（以下「安定所」と

いう。）に求人申込書を提出して、選考期日、求人内容等について適正であることの
安定所の確認（求人票への確認印の押印）を受けた後、当該求人票によって、高等学
校に求人申込みを行わなければならないこと。

（2）上記（１）の手続きによらない求人申込みのあった場合には、高等学校は生徒の推
薦を行わず、確認印の押印のある求人票の提出を求め、その提出をまって推薦を行う
ものとすること。

（＊）民間職業紹介事業者を活用する場合は、この限りでない。
（3）求人申込みの受理の期日等については、安定所の確認事務の的確な実施等適正な求

人の確保を図るため次のとおりとすること。
①	安定所における求人申込みの受理及び確認のための求人票の受付は、令和８年６月

１日から開始すること。
②	安定所が確認した求人票の求人者への返戻は、令和８年７月１日以降開始すること。
③	安定所で受理した求人票の学校への提示は、令和８年７月１日以降開始すること。
④	各安定所間の求人連絡は、令和８年７月１日以降開始すること。

２　求人者の求人活動のための学校訪問の取扱いについて
学校における進路指導を通じて職業紹介を円滑に行うため、求人者等が行う求人活動

のための学校訪問の取扱いについては、次のとおりとすること。
（1）事前に学校の了解を得た上で行うこと。
（2）訪問する場合は、安定所の求人の受付において確認を受けた求人票の写しを持参す

るか、又は、事前に送付しておくこと。
（3）訪問は、令和８年７月１日以降開始すること。

6 就職に関する申し合わせ
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３　文書募集の取扱い
新規高等学校卒業者を対象とする文書募集の開始時期は、令和８年７月１日以降とす

ること。
なお、文書募集を行う場合は次の条件によることとする。

（1）安定所において確認を受けた求人であって、当該求人の求人票記載内容と異なるも
のでないこと。

（2）広告等掲載に当たっては、事業所を管轄する安定所名及び求人の求人番号を掲載す
ること。

（3）応募の受付は学校又は安定所を通じて行うこと。

４　推薦及び選考開始期日について
推薦開始の期日については、推薦文書の到達を令和８年９月５日以降とし、選考開始

の期日については、令和８年９月 16 日以降とすること。
なお、選考の判定の材料を得ることを目的とした適性検査等についても令和８年９月 

16 日以降に実施することとし、当該検査等を選考開始期日以降に実施する場合であって
も求人者の責任で実施すること。

５　選考方法等について
新規高等学校卒業者の採用にあたっては、本人の適性、能力等を重視した選考を行う

こととし、併せて次のことに留意すること。
（1）定時制課程及び通信制課程の卒業者と全日制課程の卒業者との間の差別的な取扱い

が行われないこと。
（2）男女雇用機会均等法の趣旨に沿った採用活動が行われるとともに、障害者に対して

は格別の配慮をすること。
（3）令和８年度においても新規大学等卒業者に係る就職協定が締結されないことから、

新規高等学校卒業予定者の応募機会に影響が及ばないように、その採用枠について格
別の配慮をすること。

（4）適性や能力に関係のない併願応募の有無等の質問は行わないこととすること。
（5）職業安定法指針に基づき、求職者の個人情報は、業務目的に必要な範囲で、収集目

的を明示して収集することとし、人種・民族・社会的身分・門地・本籍・出生地など
差別の原因となるおそれのある事項、思想及び信条等を収集してはならない。

　　ただし、特別な職業上の必要性が存在する場合等はこの限りでない。

６　応募・推薦のあり方について
（1）本県の高等学校に在籍する高校生が企業に応募する場合、令和８年９月 30 日以前

に選考日がある企業については、従来どおり１人１社のみの応募とし、令和８年 10 
月１日以降に選考日がある企業については、県内外を含めて１人３社まで応募・推薦
を可能とする。

　　ただし、県外企業に応募する場合は、応募先都道府県の申し合わせ数の範囲内とする。
（2）安定所は、企業から求人票の提出があったとき、複数応募制の趣旨説明を行った上

で、複数応募の可否について確認し、求人票に次のとおり表示する。
①　複数の企業への応募を認める企業については複数応募欄に併願応募可能な令和８

年 10 月１日以降の日付を表示する。
②　複数の企業への応募者を不可とする企業については複数応募欄に「不可」と表示する。
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７　選考日及び選考結果の通知等について
（1）求人票を提出しようとする企業は、求人票に選考月日・選考方法・採否決定期日を

明示する。
（2）応募書類を受理した企業は、選考日時を速やかに決定し、校長及び学校を通じて本

人に対して書面で通知する。
（3）選考を実施した企業は、速やかに採否を決定し、概ね１、２週間以内を目途に校長

及び学校を通じて本人に対して書面で通知する。
　　なお、採否の決定に当たっては、採用内定取消しが生じないよう十分配慮する。

（4）企業から内定を受けた生徒は、速やかに就職先を決定し、高等学校を経由し、各企
業に対して内定の承諾又は辞退の意思表示を行う。

８　応募書類の様式
学校が求人事業所へ提出する応募書類については、全国高等学校統一応募書類の様式

に従って作成するものとする。

９　就業開始時期及び研修等について
（1）就業開始時期については、卒業式の翌日以後とすること。
（2）卒業式前に企業が実施する実習・研修等及び入社説明会等は、これを行わないこと。
　　ただし、やむを得ず入社説明会等を実施しようとする場合は、学校と協議すること。

10　職業紹介事業者が行う高等学校卒業予定者に係る職業紹介について
（1）職業紹介事業者を利用する場合においても、高等学校教育への影響を踏まえて、上

記で示した日程や応募書類の様式等を厳守すること。
（2）職業紹介事業者が、生徒に対して求人情報の提供等を行う際には、当該生徒が在籍

する学校を通じて行うようにすること。
（3）その他学校教育の円滑な実施に支障がないよう、職業紹介事業者と学校との情報共

有等を徹底し、生徒の職業選択について必要な配慮を行うこと。

11　職業安定法以外の法律に基づく求人の取扱いについては、職業安定法に準ずる形で取
扱うものとすること。

令和８年３月23日
宮城県高等学校就職問題検討会議

一般社団法人宮城県経営者協会　専務理事
宮城県中小企業団体中央会　専務理事
宮城県商工会議所連合会　常任幹事
宮城県商工会連合会　専務理事
協同組合仙台卸商センター　専務理事
宮城県産業教育振興協会　理事長
宮城県高等学校進路指導研究会　会長
宮城県高等学校長協会 就職対策委員会　代表幹事
宮城県農業教育研究会　会長
宮城県高等学校工業教育研究会　会長

宮城県高等学校商業教育研究会　会長
宮城県特別支援学校長会　会長
宮城県私立中学高等学校連合会　会長
仙台公共職業安定所長
宮城県総務部私学・公益法人課長
宮城県経済商工観光部雇用対策課長
宮城県経済商工観光部産業人材対策課長
宮城県教育庁副教育長
宮城労働局職業安定部長
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8 就職者の受入れと職場定着

　新規高卒者は心身ともに未成熟な時期に職業生活に入り、企業での生産活動に参加するわけですから、
そこでの不安やとまどいは大変なものと推察されます。
　新卒高卒者がよき職業人、よき社会人として健全な成長を遂げるよう温かい配慮をお願いします。

⑴　受入体制の点検、整備

①　求人条件の確認
採用に当たり、求人票に記載されている雇用条件を再度確認してください。
実際に履行されるべき雇用条件は、求人票記載の内容と同じか、それ以上であることが絶

対に必要です。特に賃金、就業時間、休暇などの雇用条件の相違は、就職後の離転職につな
がることが多いので留意してください。

② 直接指導者の訓練
事前に世話、教育、相談などの担当者を選定してください。
また、それ以外の先輩従業員に対しても、社内掲示等適宜の方法で、新規高卒者の迎え方、

育て方を指導するなど、全面的な受入体制を作ってください。

③　夜間通学生等に対する配慮
人として従業員として、知識、技術の向上を願うことは当然のことです。定時制・通信制

高校、夜間大学等への進学を事業主が積極的に勧奨するなど教育を受ける機会の確保に配慮
をお願いします。

また、通学や施設利用等への時間的便宜や援助についても同僚や上司に指導し、事業所全
体としての配慮と声援をお願いします。

⑵　職場への定着
入職して２～３ヶ月経つと入職時の緊張感もようやくほぐれ、周囲を見わたす余裕ができる

と、期待と現実のギャップを意識し始め、それが原因で離職してしまう傾向がありますので、
社内において積極的に声掛けを行っていただく他、新入社員を対象としたセミナーや研修会の
参加を促すなどし、職場への定着が図られるよう配慮をお願いします。

また、ハローワークでは、新規高卒者を採用した事業所を訪問し、事業主の了解を得た上で、
本人の健康状態、仕事上の悩み、不安や不満等を可能な範囲で確認し、必要に応じてハロー
ワークで継続して支援を行う、職場定着指導を実施していますので、職員が訪問した際には、
御協力をお願いします。
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追加された明示事項

ない労働条件が追加されました。
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■ 労働条件の明示について



2 労働契約締結前

3 労働契約締結時または締結後

⚫以下の①～④のような、当初明示した労働条件を変更する場合は、変更内容について明示
　が必要となります。（職業安定法第5条の３第3項）

①
「当初の明示」と異なる内容の労働条件を提示する場合

（例）当初：基本給19万円／月 ⇒  基本給17万円／月

②
「当初の明示」の範囲内で特定された労働条件を提示する場合

（例）当初：基本給16万円～18万円／月 ⇒  基本給17万円／月

③
「当初の明示」で明示していた労働条件を削除する場合

（例）当初：基本給17万円／月、営業手当2万円／月 ⇒ 基本給17万円／月

④
「当初の明示」で明示していなかった労働条件を新たに提示する場合

（例）当初：基本給17万円／月 ⇒  基本給17万円／月、営業手当2万円／月

⚫変更明示は、求職者が変更内容を適切に理解できるような方法で行う必要があります。
　以下の①の方法が望ましいですが、②の方法などにより適切に明示することも可能です。

① 当初の明示と変更された後の内容を対照できる書面を交付する方法

② 労働条件通知書において、変更された事項に下線を引いたり着色したりする方法や、
脚注を付ける方法。

　変更明示を行う場合でも、当初の明示を安易に変更してはなりません。
　また、学校卒業見込者等については、特に配慮が必要であるため、当初明示
した条件を変更し、削除し、又は当初明示した条件に含まれない従事すべき業
務の内容等を追加することは不適切です。

⚫労働条件通知書（p.92、p.93参照）等により労働条件を明示してください。（労働基準法
第15条第1項）
※宮城労働局ホームページから「労働条件通知書（モデル）」様式をダウンロードする
　ことができます。
　　https://jsite.mhlw.goJp/miyagi-roudoukyoku/1 /120/122/12230.html#yousiki4

⚫明示された労働条件が事実と異なる場合、労働者は即時に労働契約を解除することができ
ます。（同法第15条第2項）

⚫労働条件の変更には、労使の合意が必要です。（労働契約法第8条）
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■ 若者 の募集・採用等に関する指針について



３　就活生などに対するハラスメントにも注意してください

◼事業主は、雇用する労働者が就職活動中の学生やインターンシップを行っている者等に対す
る言動について、必要な注意を払うよう配慮することが望ましいこと。

　令和８年10月１日からは、求職者等へのセクシュアルハラスメント（いわゆる
就活セクハラ）を防止する措置を講じることが全ての事業主の義務となります。
　企業としての責任を自覚し、OB・OG訪問等の際も含めて、セクシュアルハラ
スメント等は行ってはならないものであり厳正な対応を行う旨などを、研修など
を実施し社員に対して周知徹底すること、OB・OG訪問等を含めて学生と接する
際のルールをあらかじめ定めること等により、未然の防止に努めましょう。

４　「青少年雇用情報」の情報提供が必要です
◼ホームページでの公表などで、青少年雇用情報の全ての項目について情報提供することが望まし
いこと。

青少年雇用情報とは
若者雇用促進法により、事業主は、応募者などに対して、平均勤続年数や研

修の有無と内容といった就労実態等の職場情報を提供する仕組みがあります。
職場情報は、新卒者の募集を行う企業に対し、企業規模を問わず、

（ⅰ）幅広い情報提供を努力義務
（ⅱ）応募者等から求めがあった場合は、以下の 3 類型（ア～ウ）ごとに
　　1 つ以上の情報提供を義務としています。

（ア）募集・採用に関する状況
（イ）職業能力の開発・向上に関する状況
（ウ）企業における雇用管理に関する状況

５　卒業後3年以内の者も「新卒枠」での応募受付ができるよう努めてください
◼ 既卒者が卒業後少なくとも３年間は「新卒枠」に応募できるようにすることや、できる限

り上限年齢を設けないように努めること。
◼通年採用や秋季採用の導入等の個々の事情に配慮した柔軟な対応を積極的に検討するよう

努めること。
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　新規学校卒業段階でのミスマッチによる早期離職を解消し、若者が充実した職業人生を歩んでいくた
め、労働条件を的確に伝えることに加えて、若者雇用促進法では、平均勤続年数や研修の有無及び内容
といった就労実態等の職場情報も併せて提供することとなっています。企業にとっても、採用・広報活
動を通じて詳しい情報を提供することによって、求める人材の円滑な採用が期待できます。

情報提供の仕組み 新卒者等（※）であることを条件とした募集・求人申込みを行う場合に、
情報提供が必要です。

◼幅広い職場情報の提供が努力義務となります。

◼ 応募者等や、求人申込みをしたハローワーク、特定地方公共団体や職業紹介事業者（職業紹介
事業者としての学校を含む）または求人の紹介を受けた者等から求めがあった場合は、次ペー
ジの（ア）～（ウ）の３類型それぞれについて1つ以上の情報提供が義務となります。

　指針において、情報提供項目（次ページ参照）の全てについて、ホームページでの公表、会社説明会での情
報提供、求人票への記載などにより、積極的に情報提供を行うことが望ましいと定められています。

※新卒者等の範囲は以下のとおりです。
　ただし当該募集・求人の対象外となっている場合は、情報提供の求めを行うことができません。
　①　学校（小学校及び幼稚園を除く）、専修学校、各種学校、外国の教育施設に在学する者で、卒業することが見込まれる者
　②　公共職業能力開発施設や職業能力開発総合大学校の職業訓練を受ける者で、修了することが見込まれる者
　③　上記①、②の卒業者及び修了者
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■ 青少年雇用情報提供制度について



68



69



70

■ 改正職業安定法（求人不受理）について
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■ ユースエール認定企業制度について

1 ハローワークなどで
重点的ＰＲを実施

　「わかものハローワーク」や「新卒応援ハローワーク」などの支援拠点で
認定企業を積極的にＰＲすることで、若者からの応募増が期待できます。
また、厚生労働省が運営する、若者の採用・育成に積極的な企業などに関す
るポータルサイト「若者雇用促進総合サイト」（次ページ参照）などにも認
定企業として企業情報を掲載しますので、貴社の魅力を広くアピールするこ
とができます。

2 認定企業限定の就職面接会
などへの参加が可能

　各都道府県労働局・ハローワークが開催する就職面接会などについて積極
的にご案内しますので、正社員就職を希望する若者などの求職者と接する機
会が増え、より適した人材の採用を期待できます。

3 自社の商品、広告などに
認定マークの使用が可能

　認定企業は、若者雇用促進法に基づく認定マーク（右）を、商
品や広告などに付けることができます。認定マークを使用するこ
とによって、若者雇用促進法に基づく認定を受けた優良企業であ
るということを対外的にアピールすることができます。

4 日本政策金融公庫による
融資制度　※

　株式会社日本政策金融公庫（中小企業事業）において実施している「働き
方改革推進支援資金」を利用する際、基準利率から－0.65％での融資を受け
ることができます。

※ 基準利率は、貸付期間、担保の有無などに応じて異なります。詳細は以下のＵＲＬを
　 ご覧ください。

https://www.jfc.go.jp/n/rate/base.html
※ 働き方改革推進支援資金の詳細は、以下のＵＲＬをご覧ください。

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/hatarakikata.html

5 公共調達における加点評価

　公共調達のうち、価格以外の要素を評価する調達（総合評価落札方式・企
画競争方式）を行う場合は、契約内容に応じて、ユースエール認定企業を加
点評価するよう、国が定める「女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金
の活用に関する取組指針」において示されています。

※ 加点評価の詳細は、公共調達を行う行政機関によって定められています。

6 一部地方公共団体における
優遇措置

　一部の地方公共団体が行う事業（補助金、奨励金、融資制度等）において、
ユースエール認定企業への優遇措置が設けられている場合があります。
詳細は、以下のURLをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001306877.pdf

※　　融資制度の詳細については、株式会社日本政策金融公庫へお問い合わせください。



【 認定基準 】
１ 学卒求人※１など、若者対象の正社員※２の求人申込みまたは募集を行っていること
２ 若者の採用や人材育成に積極的に取り組む企業であること

３ 右の要件をすべて
満たしていること

・「人材育成方針」と「教育訓練計画」を策定していること
・直近３事業年度の新卒者などの正社員として就職した人の離職率が20％以下※３

・前事業年度の正社員の月平均所定外労働時間が20時間以下かつ、月平均の法定時間外労
働60時間以上の正社員が１人もいないこと

・前事業年度の正社員の有給休暇の年間付与日数に対する取得率が平均70％以上又は年間
取得日数が平均10日以上※４

・直近３事業年度で男性労働者の育児休業等取得者が１人以上又は女性労働者の育児休業等
取得率が75％以上※５

４
右の青少年雇用情報
について公表してい
ること

・直近３事業年度の新卒者などの採用者数・離職者数、男女別採用者数、平均継続勤務年数
・研修内容、メンター制度の有無、自己啓発支援・キャリアコンサルティング制度・社内検

定等の制度の有無とその内容
・前事業年度の月平均の所定外労働時間、有給休暇の平均取得日数、育児休業の取得対象者

数・取得者数（男女別）、役員・管理職の女性割合
５ 過去３年間に認定企業の取消を受けていないこと
６ 過去３年間に認定基準を満たさなくなったことによって認定を辞退していないこと※６

７ 過去３年間に新規学卒者の採用内定取消しを行っていないこと
８ 過去１年間に事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと※７

９ 暴力団関係事業主でないこと
10 風俗営業等関係事業主でないこと
11 各種助成金の不支給措置を受けていないこと
12 重大な労働関係等法令違反を行っていないこと
※１　少なくとも卒業後３年以内の既卒者が応募可であることが必要です。
※２　正社員とは、直接雇用であり、期間の定めがなく、社内の他の雇用形態の労働者（役員を除く）に比べて高い責任を負いながら業務に従事

する労働者をいい、派遣契約で業務に従事する者は除きます。
※３　直近３事業年度の採用者数が３人または４人の場合は、離職者数が１人以下であれば、可とします。
※４　有給休暇に準ずる休暇として、企業の就業規則等に規定する、有給である、毎年全員に付与する、という３つの条件を満たす休暇について、

労働者１人あたり５日を上限として加算することができます。
※５　男女ともに育児休業などの取得対象者がいない場合は、育休制度が定められていれば可とします。また、「くるみん認定」（子育てサポート

企業として厚生労働省が定める一定の基準を満たした企業。プラチナくるみん、トライくるみん、プラスを含みます。）を取得している企業
については、くるみんの認定を受けた年度を含む３年度間はこの要件を不問とします。

※６　３、４の基準を満たさずに辞退した場合、再度基準を満たせば辞退の日から３年以内であっても再申請が可能です。
※７　離職理由に虚偽があることが判明した場合（実際は事業主都合であるにもかかわらず自己都合であるなど）は取り消します。
※８　認定を受けた事業主は、毎事業年度終了後、１か月以内に認定基準への適合状況を記載した書類を提出する必要があります。

「ユースエール認定企業」として認定を受けると、どんなメリットがありますか？
　認定企業となるためには、各都道府県労働局へ申請が必要です。上記の認定基準を満たし
ていることを確認した後、各都道府県労働局から認定通知書を交付します。

※申請書などの提出は、ハローワークを経由して行うことができる場合があります。また、認定基準を満たしてい
るかどうかを確認するための書類をご提出いただきます。詳細は、各都道府県労働局へお問い合わせください。

電子申請も利用できます
ユースエールの認定申請は、持参又は郵送によるほか、e-Govポータルサイトから、電子申請
の利用が可能です。ぜひご利用ください。(https://shinsei.e-gov.go.jp/)

【若者雇用促進総合サイトのご案内】

学生等を雇用しようとするすべての事業主の
方に職場情報を無料で登録・ＰＲしていただ
くことができます。

個別企業ごとに企業概要、雇用管理の状況、
求職者に向けたメッセージなどを掲載するこ
とで、積極的な企業情報の発信と若者との
マッチングを促進していきます。

若者雇用促進総合サイト
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◎新規高卒者を対象とした募集・採用についても、均等法の「労働者の募集・採用について性別を理由と
する差別を禁止する規定」が適用されます。
（「男女雇用機会均等法」のポイント等については、次のページをご覧ください。）

○　新規高卒者を対象とする募集も、原則として男女不問求人となります。
〇　特に、求人申込書の記載に当たって、男子校や女子校に人数を明示して推薦依頼をされる
場合は、男女雇用機会均等法上問題となることがありますので、求人申込書を作成される際
は、以下を参考にしてください。

《募集・採用において男女雇用機会均等法上適法な求人申込書記載例》

※　求人先高校を指定する事業主の方は、求人申込書の記載に当たって、できるだけ多くの
生徒に応募・選考の機会を与える観点から、求人票を広く指定校以外にも公開していただ
きますよう配慮をお願いします。また、求人票の公開が男子校、又は女子校のいずれかの
みとならないよう注意してください。

例１　（求人先高校の種類に関わらず）：指定校以外の学校にも公開。
例２　（求人先高校が女子校及び男子校である場合）：女子校の計及び男子校の計それぞれの推

薦人員が求人数以上。

例３　（求人先高校が男子校及び共学校、又は女子校及び共学校である場合）：共学校の推薦人
員が求人数以上。

例４　（求人先高校が女子校、男子校及び共学校である場合）：女子校と共学校の計及び男子校
と共学校の計のそれぞれの推薦人員が求人数以上。
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■ 男女雇用機会均等法に係る新卒者の募集について



男女雇用機会均等法は、労働者の募集及び採用における性別による差別を原則として禁止して
います。（法第5条）。また、性別以外の事由を要件とするものについては、合理的な理由がない
場合には、間接差別として禁止されます。（法第7条）。

男女雇用機会均等法（性別を理由とする差別）
第５条　事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を

与えなければならない。

【募集・採用に係る性別による差別の具体的な例】
1． 募集又は採用に当たって、その対象から男女いずれかを排除すること。
（例）①募集又は採用の対象を男女いずれかのみとすること。

②男女のいずれかを表す職種の名称を用い（例：営業マン・看護婦）、又は「男性歓迎」、
「女性向き職種」等の表示を行うこと。

③男女ともに募集の対象としているにもかかわらず、応募の受付や採用の対象を男女いず
れかのみとすること。

2． 募集又は採用に当たっての条件を男女で異なるものとすること。
（例）①女性についてのみ、未婚者であること、子を有していないこと、自宅から通勤すること

等を条件とし、又はこれらの条件を満たす者を優先すること。
3． 採用選考において、能力及び資質の有無を判断する場合に、その方法や基準について男女で
異なる取扱いをすること。

（例）①筆記試験や面接試験の合格基準を男女で異なるものとすること。
②男女で異なる採用試験をすること。
③採用面接に際して、結婚予定の有無、子供が生まれた場合の継続就労の希望の有無等に

ついて女性に対してのみ質問すること。
4． 募集又は採用に当たって男女のいずれかを優先すること。
（例）①採用の基準を満たす者の中から男女のいずれかを優先して採用すること。

②男女別の採用予定人数を設定し、これを明示して募集すること。又は、設定した人数に
従って採用すること。

5． 求人の内容の説明等募集又は採用に係る情報の提供について、男女で異なる取扱いをすること。
（例）①会社の概要等に関する資料を送付する対象を男女いずれかのみとし、又は資料の内容、

送付時期等を男女で異なるものとすること。

男女雇用機会均等法（間接差別）
第７条　事業主は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であって労働者

の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その
他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置として厚生労
働省令で定める措置については、当該措置の対象となる業務の性質に照らして当該業務の
遂行上特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして当該措置の実施が雇用管理上特
に必要である場合その他の合理的な理由がある場合でなければ、これを講じてはならない。

【募集・採用に係る間接差別の具体的な内容】
1． 労働者の募集又は採用に当たって、合理的な理由なく、労働者の身長、体重又は体力を要

件とすること。
2． 労働者の募集もしくは採用、昇進または職種の変更に当たって、転居を伴う転勤に応じる

ことができることを要件とすること。
（注）　法第８条の「女性労働者についての措置に関する特例」及び指針に定められた「法律違反にならない場合」に該当する場合は、法違反とはなりません。

　　詳しくは宮城労働局雇用環境・均等室（022－299－8844）までお問い合わせいただくか、厚生労働省HP（https://www.mhlw.go.jp）をご覧ください。
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■ 男女均等な募集及び採用に関する法律と指針



※③及び④について、自動車運転の業務、建設事業、医師は適用が令和６年３月31日まで猶予さ
　れていましたが、令和６年４月１日より時間外労働の上限規制が適用となりました。（次表参
　照）。
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■ 法定労働時間について



※③及び④について、自動車運転の業務、建設事業、医師は適用が令和６年３月31日まで猶予さ
　れていましたが、令和６年４月１日より時間外労働の上限規制が適用となりました。（次表参
　照）。

事業・業務 令和６年４月以降の取扱い

工作物の建設の事業
災害時における復旧及び復興の事業を除き、上限規制がすべて適用されます。
災害時における復旧及び復興の事業には、時間外労働と休日労働の合計について、
月100時間未満、２～６ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されません。

自動車運転の業務

特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となります。
時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、２～６ヶ月平均80時間以内とする
規制が適用されません。
時間外労働が月45時間を超えることができるのは年６ヶ月までとする規制は適用されません。

医業に従事する医師

特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が最大1860時間（※）
となります。
時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、２～６ヶ月平均80時間以内とする
規制が適用されません。
時間外労働が月45時間を超えることができるのは年６ヶ月までとする規制は適用されません。
医療法等に追加的健康確保措置に関する定めがあります。

※特別条項付き36協定を締結する場合、特別延長時間の上限（36協定上定めることができる時間の上限）については、
Ａ水準、連携Ｂ水準では、年960時間（休日労働含む）
Ｂ水準、Ｃ水準では、年1,860時間（休日労働含む）　となります。
なお、医業に従事する医師については、特別延長時間の範囲内であっても、個人に対する時間外・休日労働時間の上
限として副業・兼業先の労働時間も通算して、時間外・休日労働を、
Ａ水準では、年960時間/月100時間未満（例外的につき100時間未満の上限が適用されない場合がある）
Ｂ・連携Ｂ水準・Ｃ水準では、年1,860時間/月100時間未満（例外的に月100時間未満の上限が適用されない場合がある）
とする必要があります。

鹿児島県及び沖縄県に
おける砂糖製造業 上限規制がすべて適用されます。
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〈リーフレット〉

建設業・ドライバー・医師の働き方改革総合サイト
「はたらきかたススメ」

https://hatarakikatasusume.mhlw.go.jp/
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■ 年次有給休暇について

■ 変形労働時間制について
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仙　台

設立
区分 学　校　名 所　　　在　　　地 課程 学　　科

令和８年３月卒業者数 令和８年２月末現在の就職者数

男 女
県　　内 県　　外
男 女 男 女

国立 宮 城 教 育 大 学 附 属
特 別 支 援 学 校

〒980－0845
仙台市青葉区荒巻字青葉395－2
☎022－214－3353

全 普 通 5 3 2 0 0 0

県立 仙 台 第 一 高 等 学 校 〒984－8561
仙台市若林区元茶畑4
☎022－257－4501

全 普 通 169 134 0 0 0 1

県立 仙 台 第 二 高 等 学 校 〒980－8631
仙台市青葉区川内澱橋通1
☎022－221－5626

全 普 通 175 138 0 0 0 0

県立 仙 台 第 三 高 等 学 校 〒983－0824
仙台市宮城野区鶴ヶ谷1－19
☎022－251－1246

全 普 通 157 80 0 0 0 0

全 理 数 64 15 0 0 0 0

県立 工 業 高 等 学 校 〒980－0813
仙台市青葉区米ヶ袋3－2－1
☎022－221－5656

全 機 械 68 1 25 0 24 0

全 電 子 機 械 35 3 11 0 13 0

全 電 気 62 1 23 1 27 0

全 インテリア 9 29 4 9 4 4

全 化 学 工 業 21 9 3 1 3 1

全 情 報 技 術 36 2 10 0 9 0

県立 第 二 工 業 高 等 学 校 〒980－0813
仙台市青葉区米ヶ袋3－2－1
☎022－221－5659

定 電 子 機 械 3 0 0 0 1 0

定 電 気 1 0 1 0 0 0

県立 宮 城 第 一 高 等 学 校 〒980－0871
仙台市青葉区八幡1－6－2
☎022－227－3211

全 普 通 50 146 0 0 0 0

全 理 数 探 求 21 22 0 0 0 0

全 国 際 探 求 5 26 0 0 0 0

県立 仙 台 二 華 高 等 学 校 〒984－0052
仙台市若林区連坊1－4－1
☎022－296－8101

全 普 通 102 129 0 0 0 0

県立 仙 台 三 桜 高 等 学 校 〒982－0845
仙台市太白区門前町9－2
☎022－248－0158

全 普 通 50 220 0 3 0 0

県立 仙 台 向 山 高 等 学 校 〒982－0832
仙台市太白区八木山緑町1－1 
☎022－262－4130

全 普 通 96 58 0 0 0 0

全 理 数 29 6 0 0 0 0

〈参考資料〉
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仙　台

設立
区分 学　校　名 所　　　在　　　地 課程 学　　科

令和８年３月卒業者数 令和８年２月末現在の就職者数

男 女
県　　内 県　　外
男 女 男 女

県立 仙 台 南 高 等 学 校 〒982－0844
仙台市太白区根岸町14－1
☎022－246－0131

全 普 通 121 148 0 0 0 0

県立 仙 台 西 高 等 学 校 〒982－0806
仙台市太白区御堂平5－1
☎022－244－6151

全 普 通 122 105 3 3 3 2

県立 仙 台 東 高 等 学 校 〒984－0832
仙台市若林区下飯田字高野東70
☎022－289－4140

全 普 通 113 82 0 1 2 0

全 英 語 14 25 0 0 0 0

県立 泉 高 等 学 校 〒981－3132
仙台市泉区将監10－39－1
☎022－372－4111

全 普 通 92 103 0 0 0 0

全 英 語 16 25 1 1 2 0

県立 泉 館 山 高 等 学 校 〒981－3211
仙台市泉区長命ヶ丘東1
☎022－378－0975

全 普 通 103 127 0 0 0 0

県立 泉 松 陵 高 等 学 校 〒981－3109
仙台市泉区鶴が丘4－26－1
☎022－373－4125

全 普 通 109 101 11 6 6 4

県立 宮 城 広 瀬 高 等 学 校 〒989－3126
仙台市青葉区落合4－4－1
☎022－392－5512

全 普 通 109 101 27 16 9 12

県立 宮 城 野 高 等 学 校 〒983－0021
仙台市宮城野区田子2－36－1
☎022－254－7211

全 普 通 70 119 0 1 0 0

全 美 術 4 34 0 0 0 0

県立 農 業 高 等 学 校 〒981－1242
名取市高舘吉田字吉合66
☎022－384－2511

全 農 業 12 19 3 3 0 1

全 園 芸 49 35 14 14 1 1

全 生 活 13 26 2 6 0 3

全 食 品 化 学 20 18 1 3 0 1

全 農 業 機 械 32 4 15 3 4 0

県立 名 取 北 高 等 学 校 〒981－1224
名取市増田字柳田103
☎022－382－1261

全 普 通 106 120 4 7 0 0

県立 名 取 高 等 学 校 〒989－2474
岩沼市字朝日50
☎0223－22－3151

全 普 通 92 138 14 21 5 10

全 家 政 1 35 0 4 0 3

定 普 通 6 4 5 0 0 0

県立 亘 理 高 等 学 校 〒989－2361
亘理郡亘理町字舘南56－2
☎0223－34－1213

全 普 通 28 26 13 8 2 2

全 食 品 化 学 12 7 6 3 0 0

全 商 業 7 2 2 1 1 0

全 家 政 0 14 0 6 0 3
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仙　台

設立
区分 学　校　名 所　　　在　　　地 課程 学　　科

令和８年３月卒業者数 令和８年２月末現在の就職者数

男 女
県　　内 県　　外
男 女 男 女

県立 美 田 園 高 等 学 校 〒981－1217
名取市美田園2－1－4
☎022－784－3572

通 普 通 19 36 4 13 5 7

県立 聴 覚 支 援 学 校 〒982－0001
仙台市太白区八本松2－7－29
☎022－248－0648

全 被 服 0 3 0 1 0 0

全 理 容 1 0 0 0 0 0

全 産 業 工 芸 1 1 0 0 0 0

全 機械システム 0 0 0 0 0 0

全 専攻科被服 0 1 0 0 0 0

全 専攻科理容 1 0 0 0 1 0

全 専 攻 科
産 業 工 芸 0 0 0 0 0 0

全 専 攻 科
機械システム 0 0 0 0 0 0

県立 視 覚 支 援 学 校 〒980－0011
仙台市青葉区上杉6－5－1
☎022－234－6333

全 普 通 2 1 0 0 0 0

全 保 健 理 療 0 0 0 0 0 0

全 専攻科理療 0 1 0 0 0 0

全 専 攻 科
保 健 理 療 0 1 0 0 0 0

県立 光 明 支 援 学 校 〒981－3213
仙台市泉区南中山5－1－1
☎022－379－6555

全 普 通 26 6 0 0 0 0

県立 小 松 島 支 援 学 校 〒981－0906
仙台市青葉区小松島新堤2－1
☎022－725－3616

全 普 通 36 14 6 1 0 0

県立 西 多 賀 支 援 学 校 〒982－0805
仙台市太白区鈎取本町2－11－17
☎022－245－1183

全 普 通 0 1 0 0 0 0

県立 名 取 支 援 学 校 〒981－1242
名取市高舘吉田字東真坂6－11
☎022－384－6161

全 普 通 19 9 6 1 0 0

県立 支援学校岩沼高等学園 （本校）
〒989－2455 岩沼市北長谷字豊田1－1
☎0223－25－5332

全 産 業 技 術 31 6 21 3 4 1

（川崎キャンパス）
〒989－1501 柴田郡川崎町前川字北原25
☎0224－87－6571

全 産 業 技 術 7 0 6 0 0 0

県立 山 元 支 援 学 校 〒989－2202
亘理郡山元町高瀬字合戦原100－2
☎0223－37－0518

全 普 通 3 6 1 1 0 0

県立 秋保かがやき支援学校 〒982－0241
仙台市太白区秋保町湯元字鹿乙20
☎022－354－8102

全 普 通 0 0 0 0 0 0

全 産 業 技 術 0 0 0 0 0 0

県立 松 陵 支 援 学 校 〒981－3108
仙台市泉区松陵4丁目28-2
☎022－725－3315

全 普 通 0 0 0 0 0 0

市立 仙 台 高 等 学 校 〒981－8502
仙台市青葉区国見6－52－1
☎022－271－4471

全 普 通 160 106 3 0 0 0

市立 仙 台 商 業 高 等 学 校 〒981－3131
仙台市泉区七北田字古内75
☎022－218－3141

全 商 業 127 188 37 64 8 23
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仙　台

設立
区分 学　校　名 所　　　在　　　地 課程 学　　科

令和８年３月卒業者数 令和８年２月末現在の就職者数

男 女
県　　内 県　　外
男 女 男 女

市立 仙 台 工 業 高 等 学 校 〒983－8543
仙台市宮城野区東宮城野3－1
☎022－237－5341

全 建 築 21 7 4 1 8 1

全 機 械 65 4 33 4 9 0

全 電 気 68 0 37 0 20 0

全 土 木 21 9 9 3 4 4

全 情 報 0 0 0 0 0 0

☎022－237－5342（定時制課程）
定 機 械 3 0 0 0 2 0

定 建 築 土 木 5 1 1 0 3 0

市立 仙台青陵中等教育学校 〒989－3201
仙台市青葉区国見ヶ丘7－144
☎022－303－5551

全 普 通 52 75 0 0 0 0

市立 仙 台 大 志 高 等 学 校 〒983－0842
仙台市宮城野区五輪1－4－10
☎022－257－0986

定 普 通 24 31 2 10 0 3

市立 鶴 谷 特 別 支 援 学 校 〒983－0824
仙台市宮城野区鶴ヶ谷5－22－1
☎022－252－4231

全 普 通 15 5 5 0 1 0

私立 東 北 高 等 学 校 〒981－8543（小松島キャンパス）
仙台市青葉区小松島4－3－1
☎022－234－6361 全 普 通 387 217 29 20 2 1〒981－3214（泉キャンパス）
仙台市泉区館7－101－1
☎022－379－6001

私立 仙台育英学園高等学校 〒983－0045
仙台市宮城野区宮城野2－4－1
☎022－256－4141

全 普 通 580 556 18 13 15 17

☎022－256－4148（広域通信制課程）
通 普 通 119 167 6 1 11 12

私立 東 北 学 院 高 等 学 校 〒983－8565
仙台市宮城野区小鶴字高野123－1
☎022－786－1231

全 普 通 308 66 0 0 2 0

私立 東北学院榴ケ岡高等学校 〒981－3105
仙台市泉区天神沢2－1－1
☎022－372－6611

全 普 通 213 94 0 1 1 0

私立 仙 台 城 南 高 等 学 校 〒982－0836
仙台市太白区八木山松波町5－1
☎022－305－2147

全 特 別 進 学
（ 普 通 ） 25 17 0 0 0 1

全 総 合 進 学
（ 普 通 ） 95 59 1 2 1 1

全 科 学 技 術
（ 工 業 ） 90 13 10 0 7 1

私立 聖 和 学 園 高 等 学 校 〒984－0047（薬師堂キャンパス）
仙台市若林区木ノ下3－4－1
☎022－257－7777 全 普 通 302 266 14 14 9 7〒982－0026（三神峯キャンパス）
仙台市太白区土手内2－1－1
☎022－304－2030

私立 尚 絅 学 院 高 等 学 校 〒980－0871
仙台市青葉区八幡1－9－27
☎022－264－5881

全 普 通 137 204 0 0 0 0

私立 常 盤 木 学 園 高 等 学 校 〒980－0003
仙台市青葉区小田原4－3－20
☎022－263－1755

全 普 通 0 342 0 6 0 4

全 音 楽 3 11 0 0 0 0
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仙　台

設立
区分 学　校　名 所　　　在　　　地 課程 学　　科

令和８年３月卒業者数 令和８年２月末現在の就職者数

男 女
県　　内 県　　外
男 女 男 女

私立 仙台白百合学園高等学校 〒981－3205
仙台市泉区紫山1－2－1
☎022－777－5777

全 普 通 0 60 0 3 0 1

☎022－777－6625（広域通信制課程）
通 普 通 0 25 0 1 0 0

私立 聖ドミニコ学院高等学校 〒980－0874
仙台市青葉区角五郎2－2－14
☎022－222－6337

全 普 通 8 58 0 2 0 0

私立 宮 城 学 院 高 等 学 校 〒981－8557
仙台市青葉区桜ヶ丘9－1－1
☎022－279－1331

全 普 通 0 101 0 0 0 0

私立 仙 台 大 学 附 属
明 成 高 等 学 校

〒981－8570
仙台市青葉区川平2－26－1
☎022－278－6131

全 普 通 31 19 3 4 0 1

全 スポーツ創志 45 26 4 4 0 0

全 福祉未来創志 4 7 1 1 0 1

全 食文化創志 34 35 18 9 4 5

私立 聖 ウ ル ス ラ 学 院
英 智 高 等 学 校

〒984－0828
仙台市若林区一本杉町1－2
☎022－286－3557

全 普 通 86 196 0 7 1 0

私立 東 北 生 活 文 化 大 学
高 等 学 校

〒981－8585
仙台市泉区虹の丘1－18
☎022－272－7503

全 普 通 89 89 12 7 2 4

全 商 業 54 12 6 0 3 1

全 美術・デザイン 13 50 0 2 0 0

〒981－0924
仙台市青葉区双葉ヶ丘2－9－1 東北生活文化大学7号館1F
☎022－272－6655

通 普 通 1 2 0 0 0 0

私立 クラークNEXT高等学校 〒984－0051
仙台市若林区新寺3－1－1
☎022－791－3222

通 普 通 0 0 0 0 0 0

私立 仙 台 デ ザ イ ン ＆
テ ク ノ ロ ジ ー
専 門 学 校（ 高 等 課 程 ）

〒983－0852
仙台市宮城野区榴岡4－12－10
☎022－292－2110

全 クリエーティブ
テ ク ノ ロ ジ ー 0 0 0 0 0 0

私立 仙 台 ス ク ー ル オ ブ
ミュージック＆ダンス
専 門 学 校（ 高 等 課 程 ）

〒984－0051
仙台市若林区新寺2－1－11
☎022－292－2122

全 総 合 音 楽 0 0 0 0 0 0

私立 い ず み 高 等 支 援 学 校 〒983－0832
仙台市宮城野区安養寺2－1－1
☎022－293－7636

全 本  科 0 23 0 1 0 1

全 専 攻 科 0 10 0 4 0 0

私立 支 援 学 校 仙 台
み ら い 高 等 学 園

〒980－0845
仙台市青葉区荒巻字青葉393－12
☎022－781－5924

全 本  科 13 7 5 0 0 2

全 専 攻 科 7 1 1 0 0 1

大　和

設立
区分 学　校　名 所　　　在　　　地 課程 学　　科

令和８年３月卒業者数 令和８年２月末現在の就職者数

男 女
県　　内 県　　外
男 女 男 女

県立 黒 川 高 等 学 校 〒981－3685
黒川郡大和町吉岡字東柴崎62
☎022－345－2171

全 普 通 20 32 4 14 4 2

全 機 械 28 0 19 0 5 0
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大　和

設立
区分 学　校　名 所　　　在　　　地 課程 学　　科

令和８年３月卒業者数 令和８年２月末現在の就職者数

男 女
県　　内 県　　外
男 女 男 女

全 電 子 工 学 8 1 5 1 2 0

全 環 境 技 術 17 6 10 2 4 3

県立 富 谷 高 等 学 校 〒981－3341
富谷市成田2－1－1
☎022－351－5111

全 普 通 115 146 2 2 2 0

石　巻

設立
区分 学　校　名 所　　　在　　　地 課程 学　　科

令和８年３月卒業者数 令和８年２月末現在の就職者数

男 女
県　　内 県　　外
男 女 男 女

県立 石 巻 高 等 学 校 〒986－0838
石巻市大手町3－15
☎0225－93－8022

全 普 通 125 93 1 2 0 1

県立 石 巻 工 業 高 等 学 校 〒986－0851
石巻市貞山5－1－1
☎0225－22－6338

全 機 械 38 1 16 1 1 0

全 電 気 情 報 30 6 10 2 15 3

全 土木システム 38 1 21 1 11 0

全 化 学 技 術 35 5 18 3 5 0

全 建 築 30 9 13 4 1 0

県立 石 巻 商 業 高 等 学 校 〒986－0031
石巻市南境字大樋20
☎0225－22－9188

全 総合ビジネス 54 47 22 14 4 2

県立 石 巻 好 文 館 高 等 学 校 〒986－0851
石巻市貞山3－4－1
☎0225－22－9161

全 普 通 67 108 1 6 0 1

県立 石 巻 西 高 等 学 校 〒981－0501
東松島市赤井字七反谷地27
☎0225－83－3311

全 普 通 58 98 6 7 0 0

県立 石 巻 北 高 等 学 校 〒986－1111
石巻市鹿又字用水向126
☎0225－74－2211

全 総 合 67 41 28 17 11 2

県立 石 巻 北 高 等 学 校
飯 野 川 校

〒986－0101
石巻市相野谷字五味前上40
☎0225－62－3065

定 普 通 3 5 2 2 0 0

県立 水 産 高 等 学 校 〒986－2113
石巻市宇田川町1－24
☎0225－24－0404

全 海 洋 総 合 55 11 25 4 15 5

全 専 攻 科
海 洋 技 術 9 0 0 0 9 0

県立 東 松 島 高 等 学 校 〒981－0503
東松島市矢本字上河戸16
☎0225－82－9211

定 普 通 28 32 10 3 3 6

県立 石 巻 支 援 学 校 〒986－0861
石巻市蛇田字新立野410－1
☎0225－94－0202

全 普 通 15 12 4 1 0 0

県立 支援学校女川高等学園 〒986－2231
牡鹿郡女川町浦宿浜字十二神60－3
☎0225－50－1088

全 産 業 技 術 9 7 7 7 0 0

市立 桜 坂 高 等 学 校 〒986－0833
石巻市日和が丘2－11－8
☎0225－22－4421

全 普 通 － 90 － 27 － 5

私立 日 本 ウ ェ ル ネ ス
宮 城 高 等 学 校

〒981－0303
東松島市小野字裏丁1
☎0225－20－9030

全 普 通 27 6 5 1 2 0
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塩　釜

設立
区分 学　校　名 所　　　在　　　地 課程 学　　科

令和８年３月卒業者数 令和８年２月末現在の就職者数

男 女
県　　内 県　　外
男 女 男 女

県立 塩 釜 高 等 学 校 〒985－0056（西キャンパス）
塩竈市泉ヶ岡10－1
☎022－362－1011

全 普 通 98 130 16 26 0 3

全 ビ ジ ネ ス 25 43 12 11 1 4

県立 多 賀 城 高 等 学 校 〒985－0831
多賀城市笠神2－17－1
☎022－366－1225

全 普 通 118 115 1 1 0 0

全 災 害 科 学 22 18 1 2 0 0

県立 貞 山 高 等 学 校 〒985－0841
多賀城市鶴ヶ谷1－10－2
☎022－362－5331

定 普 通 27 20 12 14 0 1

県立 松 島 高 等 学 校 〒981－0215
宮城郡松島町高城字迎山三5
☎022－354－3307

全 普 通 32 43 9 17 0 3

全 観 光 27 47 21 25 2 3

県立 利 府 高 等 学 校 〒981－0133
宮城郡利府町青葉台1－1－1
☎022－356－3111

全 普 通 108 82 3 7 1 1

全 スポーツ科学 49 13 10 2 3 1

県立 利 府 支 援 学 校 〒981－0123
宮城郡利府町沢乙字向山26
☎022－356－5675

全 普 通 20 13 2 1 0 1

古　川

設立
区分 学　校　名 所　　　在　　　地 課程 学　　科

令和８年３月卒業者数 令和８年２月末現在の就職者数

男 女
県　　内 県　　外
男 女 男 女

県立 岩 出 山 高 等 学 校 〒989－6437
大崎市岩出山字城山2
☎0229－72－1110

全 普 通 22 18 10 3 3 1

県立 鹿 島 台 商 業 高 等 学 校 〒989－4104
大崎市鹿島台広長字杢師前44
☎0229－56－2664

全 商 業 19 11 9 4 1 1

県立 加 美 農 業 高 等 学 校 〒981－4111
加美郡色麻町黒沢字北條152
☎0229－65－3900

全 農 業 14 5 5 2 4 0

全 農 業 機 械 15 1 7 1 2 0

全 生 活 技 術 2 5 1 4 1 0

県立 小 牛 田 農 林 高 等 学 校 〒987－0004
遠田郡美里町牛飼字伊勢堂裏30
☎0229－32－3125

全 農 業 技 術 52 23 31 10 3 3

全 総 合 31 84 6 16 2 2

県立 田 尻 さ く ら 高 等 学 校 〒989－4308
大崎市田尻沼部字中新堀137
☎0229－39－1051

定 普通（単位制） 15 18 3 7 1 1

県立 中 新 田 高 等 学 校 〒981－4294
加美郡加美町字一本柳南28
☎0229－63－3022

全 普 通 38 28 18 12 2 0

県立 南 郷 高 等 学 校 〒989－4204
遠田郡美里町大柳字天神原7
☎0229－58－1122

全 普 通 4 2 3 1 0 0

全 産 業 技 術 5 2 1 2 2 0

県立 古 川 高 等 学 校 〒989－6155
大崎市古川南町2－3－17
☎0229－22－3034

全 普 通 113 114 2 4 0 0

〈参考資料〉
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古　川

設立
区分 学　校　名 所　　　在　　　地 課程 学　　科

令和８年３月卒業者数 令和８年２月末現在の就職者数

男 女
県　　内 県　　外
男 女 男 女

県立 古 川 工 業 高 等 学 校 〒989－6171
大崎市古川北町4－7－1
☎0229－22－3166

全 土 木 情 報 24 15 14 6 6 4

全 建 築 10 22 3 6 7 8

全 電 気 電 子 26 5 16 3 3 0

全 機 械 79 1 38 0 14 1

全 化 学 技 術 8 28 3 12 2 7

☎0229－22－3167（定時制課程）
定 電 気 0 3 0 1 0 1

定 機 械 2 2 2 2 0 0

県立 古 川 黎 明 高 等 学 校 〒989－6175
大崎市古川諏訪1－4－26
☎0229－22－3148

全 普 通 87 143 4 5 0 0

県立 松 山 高 等 学 校 〒987－1304
大崎市松山千石字松山1－1
☎0229－55－2313

全 普 通 3 7 1 3 0 1

全 家 政 9 11 7 6 0 0

県立 涌 谷 高 等 学 校 〒987－0121
遠田郡涌谷町涌谷字八方谷三・1
☎0229－42－3331

全 普 通 17 29 8 10 1 1

県立 古 川 支 援 学 校 〒989－6203
大崎市古川飯川字熊野87
☎0229－26－2338

全 普 通 12 10 2 0 0 0

県立 支援学校小牛田高等学園 〒987－0005
遠田郡美里町北浦字船入1
☎0229－32－2112

全 普 通 16 7 16 7 0 0

私立 大 崎 中 央 高 等 学 校 〒989－6105
大崎市古川福沼1－27－1
☎0229－22－2030

全 普 通 39 27 11 10 6 2

私立 古 川 学 園 高 等 学 校 〒989－6143
大崎市古川中里6－2－8
☎0229－22－2545

全 情報ビジネス 26 12 8 7 3 1

全 普 通 117 118 22 14 4 2

大河原

設立
区分 学　校　名 所　　　在　　　地 課程 学　　科

令和８年３月卒業者数 令和８年２月末現在の就職者数

男 女
県　　内 県　　外
男 女 男 女

県立 大 河 原 産 業 高 等 学 校 〒989－1233
柴田郡大河原町字上川原7－2
☎0224－51－9180

全 食 農 科 学 18 21 8 10 2 2

全 環 境 科 学 11 10 3 5 0 2

全 企画デザイン 5 33 2 7 0 1

全 流通ビジネス 5 35 3 13 0 3

全 情報ビジネス 21 15 5 7 0 2

全 会計ビジネス 9 29 1 7 0 0

〈参考資料〉
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大河原

設立
区分 学　校　名 所　　　在　　　地 課程 学　　科

令和８年３月卒業者数 令和８年２月末現在の就職者数

男 女
県　　内 県　　外
男 女 男 女

県立 大 河 原 産 業 高 等 学 校
川 崎 校

〒989－1501
柴田郡川崎町大字前川字北原25
☎0224－84－2049

全 普 通 14 6 8 2 5 1

県立 伊 具 高 等 学 校 〒981－2153
伊具郡丸森町字雁歌51
☎0224－72－2020

全 総 合 32 16 17 11 9 2

県立 角 田 高 等 学 校 〒981－1505
角田市角田字牛舘1
☎0224－63－3001

全 普 通 70 77 11 7 1 0

県立 柴 田 高 等 学 校 〒989－1621
柴田郡柴田町大字本船迫字十八津入7－3
☎0224－56－3801

全 普 通 59 51 8 9 4 1

全 体 育 24 5 4 0 2 1

県立 村 田 高 等 学 校 〒989－1305
柴田郡村田町大字村田字金谷1
☎0224－83－2275

全 総 合 30 28 12 15 3 2

県立 角 田 支 援 学 校 〒981－1503
角田市島田字御蔵林24－1
☎0224－63－2555

全 普 通 15 9 4 1 0 0

県立 船 岡 支 援 学 校 〒989－1605
柴田郡柴田町船岡南2－3－1
☎0224－54－2213

全 普 通 6 4 0 0 0 0

白　石

設立
区分 学　校　名 所　　　在　　　地 課程 学　　科

令和８年３月卒業者数 令和８年２月末現在の就職者数

男 女
県　　内 県　　外
男 女 男 女

県立 蔵 王 高 等 学 校 〒989－0851
刈田郡蔵王町大字曲竹字濁川添赤岩1－7
☎0224－33－2005

全 普 通 30 18 12 11 6 2

県立 白 石 高 等 学 校 〒989－0247
白石市八幡町9－10
☎0224－25－3154

全 普 通 140 95 2 3 0 0

全 看 護 1 36 0 0 0 0

全 専攻科看護 2 38 1 17 1 17

県立 白 石 高 等 学 校
蔵 王 キ ャ ン パ ス

〒989－0851
刈田郡蔵王町大字曲竹字濁川添赤岩1－7
☎0224－33－2005

全 普 通 0 0 0 0 0 0

県立 白石高等学校七ヶ宿校 〒989－0528
刈田郡七ヶ宿町字沢上山4－2
☎0224－37－2310

定 普 通 5 3 1 2 0 0

県立 白 石 工 業 高 等 学 校 〒989－0203
白石市郡山字鹿野43
☎0224－25－3240

全 機 械 42 3 17 0 12 1

全 電 気 36 3 19 2 8 1

全 建 築 21 10 9 1 3 2

全 工 業 化 学 14 11 2 3 9 3

全 設 備 工 業 24 2 14 2 7 0

私立 西 山 学 院 高 等 学 校 〒989－0533
刈田郡七ヶ宿町字矢立平4－5
☎0224－37－2131

全 普 通 5 3 0 0 0 0

〈参考資料〉
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築　館

設立
区分 学　校　名 所　　　在　　　地 課程 学　　科

令和８年３月卒業者数 令和８年２月末現在の就職者数

男 女
県　　内 県　　外
男 女 男 女

県立 一 迫 商 業 高 等 学 校 〒987－2308
栗原市一迫真坂字町東133
☎0228－52－4112

全 流 通 経 済 5 2 2 2 2 0

全 情 報 処 理 16 5 3 0 6 0

県立 岩 ヶ 崎 高 等 学 校 〒989－5351
栗原市栗駒中野愛宕下1－3
☎0228－45－2266

全 普 通 5 16 2 1 0 0

県立 築 館 高 等 学 校 〒987－2203
栗原市築館字下宮野町浦22
☎0228－22－3126

全 普 通 78 76 9 14 2 4

県立 築 館 高 等 学 校
一 迫 商 業 キ ャ ン パ ス

〒987－2308
栗原市一迫真坂字町東133
☎0228－52－4112

全 情報ビジネス 0 0 0 0 0 0

県立 迫 桜 高 等 学 校 〒989－5502
栗原市若柳字川南戸ノ西184
☎0228－35－1818

全 総 合 59 75 15 24 11 7

県立 金 成 支 援 学 校 〒989－5171
栗原市金成沢辺小崎87－1
☎0228－42－2211

全 普 通 7 5 0 2 0 0

迫

設立
区分 学　校　名 所　　　在　　　地 課程 学　　科

令和８年３月卒業者数 令和８年２月末現在の就職者数

男 女
県　　内 県　　外
男 女 男 女

県立 佐 沼 高 等 学 校 〒987－0511
登米市迫町佐沼字末広1
☎0220－22－2022

全 普 通 125 94 7 1 5 0

☎0220－22－2024（定時制課程）
定 普 通 4 2 2 0 0 0

県立 登 米 高 等 学 校 〒987－0702
登米市登米町寺池桜小路3
☎0220－52－2670

全 普 通 19 21 4 7 2 0

県立 登米総合産業高等学校 〒987－0602
登米市中田町上沼字北桜場223－1
☎0220－34－4666

全 農 業 23 4 15 3 4 1

全 機 械 27 1 12 0 7 1

全 電 気 21 2 16 0 3 1

全 情 報 技 術 27 9 12 2 3 0

全 商 業 2 18 1 6 0 0

全 福 祉 9 22 4 9 0 2

県立 迫 支 援 学 校 〒987－0513
登米市迫町北方字大洞59－10
☎0220－22－9484

全 普 通 12 5 5 2 0 0

私立 飛鳥未来きずな高等学校
登 米 本 校

〒987－0331
登米市米山町中津山筒場埣215
☎0220－55－3770

通 普 通 28 53 11 9 1 1

〈参考資料〉
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気仙沼

設立
区分 学　校　名 所　　　在　　　地 課程 学　　科

令和８年３月卒業者数 令和８年２月末現在の就職者数

男 女
県　　内 県　　外
男 女 男 女

県立 気 仙 沼 高 等 学 校 〒988－0051
気仙沼市常楽130
☎0226－24－3400

全 普 通 106 95 9 9 2 1

☎0226－22－7134（定時制課程）
定 普 通 4 4 2 1 0 0

県立 気 仙 沼 向 洋 高 等 学 校 〒988－0235
気仙沼市長磯牧通78
☎0226－27－2311

全 情 報 海 洋 21 2 8 0 5 2

全 産 業 経 済 7 25 1 10 1 2

全 機 械 技 術 36 3 13 1 12 1

全 専 攻 科
漁 業 科 3 0 3 0 0 0

全 専 攻 科
無 線 科 2 0 0 0 2 0

県立 南 三 陸 高 等 学 校 〒986－0775
本吉郡南三陸町志津川字廻館92－2
☎0226－46－3643

全 普 通 19 20 5 3 0 0

全 情報ビジネス 9 4 5 1 1 0

県立 本 吉 響 高 等 学 校 〒988－0341
気仙沼市本吉町津谷桜子2－24
☎0226－42－2627

全 総 合 14 24 9 6 1 1

県立 気 仙 沼 支 援 学 校 〒988－0141
気仙沼市松崎柳沢216－7
☎0226－24－3019

全 普 通 7 2 0 1 0 0

私立 東 陵 高 等 学 校 〒988－0812
気仙沼市大峠山1－1
☎0226－23－3100

全 普 通 58 34 8 6 2 1

通 普 通 6 3 2 1 0 1

〈参考資料〉
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標　準　報　酬
全国健康保険協会管掌健康保険料・介護保険料 子ども・子育て支援金 厚生年金保険料（厚生年金基金加入員を除く）
介護保険第２号被保険者
に該当しない場合

介護保険第２号被保険者
に該当する場合

令和８年４月分（５月納付分）
から納付いただきます 一般、坑内員・船員報　酬　月　額

10.10% 11.72% 0.23% 18.300%※
等級 月額 全　額 折半額 全　額 折半額 全　額 折半額 全　額 折半額

円以上  　　　円未満 5,858.0 2,929.0 6,797.6 3,398.8 133.4 66.71 58,000 		  ~	 63,000
2 68,000 	 63,000	 ~	 73,000 6,868.0 3,434.0 7,969.6 3,984.8 156.4 78.2
3 78,000 	 73,000	 ~	 83,000 7,878.0 3,939.0 9,141.6 4,570.8 179.4 89.7

4(1) 88,000 	 83,000	 ~	 93,000 8,888.0 4,444.0 10,313.6 5,156.8 202.4 101.2 16,104.00 8,052.00
5(2) 98,000 	 93,000	 ~	 101,000 9,898.0 4,949.0 11,485.6 5,742.8 225.4 112.7 17,934.00 8,967.00
6(3) 104,000 	 101,000	 ~	 107,000 10,504.0 5,252.0 12,188.8 6,094.4 239.2 119.6 19,032.00 9,516.00
7(4) 110,000 	 107,000	 ~	 114,000 11,110.0 5,555.0 12,892.0 6,446.0 253.0 126.5 20,130.00 10,065.00
8(5) 118,000 	 114,000	 ~	 122,000 11,918.0 5,959.0 13,829.6 6,914.8 271.4 135.7 21,594.00 10,797.00
9(6) 126,000 	 122,000	 ~	 130,000 12,726.0 6,363.0 14,767.2 7,383.6 289.8 144.9 23,058.00 11,529.00
10(7) 134,000 	 130,000	 ~	 138,000 13,534.0 6,767.0 15,704.8 7,852.4 308.2 154.1 24,522.00 12,261.00
11(8) 142,000 	 138,000	 ~	 146,000 14,342.0 7,171.0 16,642.4 8,321.2 326.6 163.3 25,986.00 12,993.00
12(9) 150,000 	 146,000	 ~	 155,000 15,150.0 7,575.0 17,580.0 8,790.0 345.0 172.5 27,450.00 13,725.00
13(10) 160,000 	 155,000	 ~	 165,000 16,160.0 8,080.0 18,752.0 9,376.0 368.0 184.0 29,280.00 14,640.00
14(11) 170,000 	 165,000	 ~	 175,000 17,170.0 8,585.0 19,924.0 9,962.0 391.0 195.5 31,110.00 15,555.00
15(12) 180,000 	 175,000	 ~	 185,000 18,180.0 9,090.0 21,096.0 10,548.0 414.0 207.0 32,940.00 16,470.00
16(13) 190,000 	 185,000	 ~	 195,000 19,190.0 9,595.0 22,268.0 11,134.0 437.0 218.5 34,770.00 17,385.00
17(14) 200,000 	 195,000	 ~	 210,000 20,200.0 10,100.0 23,440.0 11,720.0 460.0 230.0 36,600.00 18,300.00
18(15) 220,000 	 210,000	 ~	 230,000 22,220.0 11,110.0 25,784.0 12,892.0 506.0 253.0 40,260.00 20,130.00
19(16) 240,000 	 230,000	 ~	 250,000 24,240.0 12,120.0 28,128.0 14,064.0 552.0 276.0 43,920.00 21,960.00
20(17) 260,000 	 250,000	 ~	 270,000 26,260.0 13,130.0 30,472.0 15,236.0 598.0 299.0 47,580.00 23,790.00
21(18) 280,000 	 270,000	 ~	 290,000 28,280.0 14,140.0 32,816.0 16,408.0 644.0 322.0 51,240.00 25,620.00
22(19) 300,000 	 290,000	 ~	 310,000 30,300.0 15,150.0 35,160.0 17,580.0 690.0 345.0 54,900.00 27,450.00
23(20) 320,000 	 310,000	 ~	 330,000 32,320.0 16,160.0 37,504.0 18,752.0 736.0 368.0 58,560.00 29,280.00
24(21) 340,000 	 330,000	 ~	 350,000 34,340.0 17,170.0 39,848.0 19,924.0 782.0 391.0 62,220.00 31,110.00
25(22) 360,000 	 350,000	 ~	 370,000 36,360.0 18,180.0 42,192.0 21,096.0 828.0 414.0 65,880.00 32,940.00
26(23) 380,000 	 370,000	 ~	 395,000 38,380.0 19,190.0 44,536.0 22,268.0 874.0 437.0 69,540.00 34,770.00
27(24) 410,000 	 395,000	 ~	 425,000 41,410.0 20,705.0 48,052.0 24,026.0 943.0 471.5 75,030.00 37,515.00
28(25) 440,000 	 425,000	 ~	 455,000 44,440.0 22,220.0 51,568.0 25,784.0 1,012.0 506.0 80,520.00 40,260.00
29(26) 470,000 	 455,000	 ~	 485,000 47,470.0 23,735.0 55,084.0 27,542.0 1,081.0 540.5 86,010.00 43,005.00
30(27) 500,000 	 485,000	 ~	 515,000 50,500.0 25,250.0 58,600.0 29,300.0 1,150.0 575.0 91,500.00 45,750.00
31(28) 530,000 	 515,000	 ~	 545,000 53,530.0 26,765.0 62,116.0 31,058.0 1,219.0 609.5 96,990.00 48,495.00
32(29) 560,000 	 545,000	 ~	 575,000 56,560.0 28,280.0 65,632.0 32,816.0 1,288.0 644.0 102,480.00 51,240.00
33(30) 590,000 	 575,000	 ~	 605,000 59,590.0 29,795.0 69,148.0 34,574.0 1,357.0 678.5 107,970.00 53,985.00
34(31) 620,000 	 605,000	 ~	 635,000 62,620.0 31,310.0 72,664.0 36,332.0 1,426.0 713.0 113,460.00 56,730.00
35(32) 650,000 	 635,000	 ~	 665,000 65,650.0 32,825.0 76,180.0 38,090.0 1,495.0 747.5 118,950.00 59,475.00

36 680,000 	 665,000	 ~	 695,000 68,680.0 34,340.0 79,696.0 39,848.0 1,564.0 782.0
37 710,000 	 695,000	 ~	 730,000 71,710.0 35,855.0 83,212.0 41,606.0 1,633.0 816.5
38 750,000 	 730,000	 ~	 770,000 75,750.0 37,875.0 87,900.0 43,950.0 1,725.0 862.5
39 790,000 	 770,000	 ~	 810,000 79,790.0 39,895.0 92,588.0 46,294.0 1,817.0 908.5
40 830,000 	 810,000	 ~	 855,000 83,830.0 41,915.0 97,276.0 48,638.0 1,909.0 954.5
41 880,000 	 855,000	 ~	 905,000 88,880.0 44,440.0 103,136.0 51,568.0 2,024.0 1,012.0
42 930,000 	 905,000	 ~	 955,000 93,930.0 46,965.0 108,996.0 54,498.0 2,139.0 1,069.5
43 980,000 	 955,000	 ~	 1,005,000 98,980.0 49,490.0 114,856.0 57,428.0 2,254.0 1,127.0
44 1,030,000 	 1,005,000	 ~	 1,055,000 104,030.0 52,015.0 120,716.0 60,358.0 2,369.0 1,184.5
45 1,090,000 	 1,055,000	 ~	 1,115,000 110,090.0 55,045.0 127,748.0 63,874.0 2,507.0 1,253.5
46 1,150,000 	 1,115,000	 ~	 1,175,000 116,150.0 58,075.0 134,780.0 67,390.0 2,645.0 1,322.5
47 1,210,000 	 1,175,000	 ~	 1,235,000 122,210.0 61,105.0 141,812.0 70,906.0 2,783.0 1,391.5
48 1,270,000 	 1,235,000	 ~	 1,295,000 128,270.0 64,135.0 148,844.0 74,422.0 2,921.0 1,460.5
49 1,330,000 	 1,295,000	 ~	 1,355,000 134,330.0 67,165.0 155,876.0 77,938.0 3,059.0 1,529.5
50 1,390,000 	 1,355,000	 ~	 140,390.0 70,195.0 162,908.0 81,454.0 3,197.0 1,598.5

◆介護保険第２号被保険者は、40歳から64歳までの方であり、健康保険料率（10.10%）と子ども・子育て支援金率（0.23%）に介護保険料率（1.62%）が加わります。
◆等級欄の（　）内の数字は、厚生年金保険の標準報酬月額等級です。
４（１）等級の「報酬月額」欄は、厚生年金保険の場合「93,000円未満」と読み替えてください。
35（32）等級の「報酬月額」欄は、厚生年金保険の場合「635,000円以上」と読み替えてください。
◆令和８年度の全国健康保険協会の任意継続被保険者における標準報酬月額の上限は、320,000円です。
○被保険者負担分（表の折半額の欄）に円未満の端数がある場合

①事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円となります。
②被保険者が、被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げて1円となります。

（注）①、②にかかわらず、事業主と被保険者間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理をすることができます。
○納入告知書の保険料額

納入告知書の保険料額は、被保険者個々の保険料額を合算した金額になります。ただし、合算した金額に円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額となります。
○賞与にかかる保険料額

賞与に係る保険料額は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額（標準賞与額)に、保険料率を乗じた額となります。
また、標準賞与額の上限は、健康保険、介護保険及び子ども・子育て支援金は年間573万円（毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額。）となり、厚生年金保険と子ども・子育て拠出金は月
間150万円となります。
○子ども・子育て拠出金

事業主の方は、児童手当の支給に要する費用等の一部として、子ども・子育て拠出金を負担いただくことになります。（被保険者の負担はありません。）
この子ども・子育て拠出金の額は、被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額および標準賞与額に、拠出金率（0.36％）を乗じて得た額の総額となります。

〈参考資料〉

令和8年3月分（4月納付分）からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表

（宮城支部） （単位：円）

⎧ ⎫
⎜ ⎜
⎩ ⎭
▶健康保険料率：令和8年3月分～適用　▶厚生年金保険料率：平成29年9月分～適用　　　▶子ども・子育て支援金率：令和8年4月分（5月納付分）～適用
▶介護保険料率：令和8年3月分～適用　▶子ども・子育て拠出金率：令和2年4月分～適用　

※　厚生年金基金に加入している
方の厚生年金保険料率は、基金
ごとに定められている免除保険
料率（2.4% ～ 5.0%）を控除し
た率となります。

　加入する基金ごとに異なります
ので、免除保険料率および厚生年
金基金の掛金については、加入す
る厚生年金基金にお問い合わせく
ださい。
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事業の種類の分類 番号 事業の種類 労災保険率
林 業 02・03 林業 52

漁 業 11 海面漁業（定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く） 18
12 定置網漁業又は海面魚類養殖業 37

鉱 業

21 金属鉱業、非金属鉱業（石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く）又は石炭鉱業 88
23 石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 13
24 原油又は天然ガス鉱業 2.5
25 採石業 37
26 その他の鉱業 26

建 設 事 業

31 水力発電施設、ずい道等新設事業 34
32 道路新設事業 11
33 舗装工事業 9
34 鉄道又は軌道新設事業 9
35 建築事業（既設建築物設備工事業を除く） 9.5
38 既設建築物設備工事業 12
36 機械装置の組立て又は据付けの事業 6
37 その他の建設事業 15

製 造 業

41 食料品製造業 5.5
42 繊維工業又は繊維製品製造業 4
44 木材又は木製品製造業 13
45 パルプ又は紙製造業 7
46 印刷又は製本業 3.5
47 化学工業 4.5
48 ガラス又はセメント製造業 6
66 コンクリート製造業 13
62 陶磁器製品製造業 17
49 その他の窯業又は士石製品製造業 23
50 金属精錬業（非鉄金属精錬業を除く） 6.5
51 非鉄金属精錬業 7
52 金属材料品製造業（鋳物業を除く） 5
53 鋳物業 16
54 金属製品製造業又は金属加工業（洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめつ

き業を除く） 9
63 洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業（めつき業を除く） 6.5
55 めっき業 6.5
56 機械器具製造業（電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修理業

及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く） 5
57 電気機械器具製造業 3
58 輸送用機械器具製造業（船舶製造又は修理業を除く） 4
59 船舶製造又は修理業 23
60 計最器、光学機械、時計等製造業（電気機械器具製造業を除く） 2.5
64 貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 3.5
61 その他の製造業 6

運 輸 業

71 交通運輸事業 4
72 貨物取扱事業（港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く） 8.5
73 港湾貨物取扱事業（港湾荷役業を除く） 9
74 港湾荷役業 12

電 気、 ガ ス、 水 道
又は熱供給の事業 81 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 3

そ の 他 の 事 業

95 農業又は海面漁業以外の漁業 13
91 清掃、火葬又はと畜の事業 13
93 ビルメンテナンス業 6
96 倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 6.5
97 通信業、放送業、新聞業又は出版業 2.5
98 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 3
99 金融業、保険業又は不動産業 2.5
94 その他の各種事業 3
90 船舶所有者の事業 42

〈参考資料〉

労災保険率表（令和８年４月１日施行）
（単位：1／1,000）
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雇用保険事業の運営にあてられる財源は、事業主と被保険者（労働者）が負担する保険料のほ
か、国庫の負担金とされています。

雇用保険事業は、失業等給付の事業のほか雇用安定事業・能力開発事業の二事業を行なってい
ます。失業等給付の事業の運営に要する費用における保険料の負担は事業主・被保険者折半とな
ります。また、雇用保険分のうち雇用安定事業・能力開発事業の二事業の運営に要する費用に関
しては、事業主の負担となります。
令和８年度の産業別の事業主・被保険者の雇用保険料率は次のとおりです。

○令和８年４月１日～令和９年３月31日
負担者

事業の種類

①
労働者負担
（失業等給付の
保険料率のみ）

②
事業主負担 失業等給付の

保険料率
雇用保険二事業の

保険料率
①＋②

雇用保険料率

一般の事業 5／1000 8.5／1000 ５／1000 3.5／1000 13.5／1000

（令和 7年度） 5.5／1000 ９／1000 5.5／1000 3.5／1000 14.5／1000

農林水産（※）
清酒製造の事業 ６／1000 9.5／1000 ６／1000 3.5／1000 15.5／1000

（令和 7年度） 6.5／1000 10／1000 6.5／1000 3.5／1000 16.5／1000

建設の事業 ６／1000 10.5／1000 ６／1000 4.5／1000 16.5／1000

（令和 7年度） 6.5／1000 11／1000 6.5／1000 4.5／1000 17.5／1000

（枠内の下段は令和７年４月～令和８年３月の雇用保険料率）
※農林水産の事業のうち園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖、及び特定の船員を雇用

する事業については、一般の事業の雇用保険料率が適用されます。

〈参考資料〉

雇用保険率表（令和８年４月１日現在）
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※金額は社会保険料控除後の給与等の金額で扶養親族等の数が０人の場合。

金　　　額 税　額 金　　　額 税　額以　上 未　満 以　上 未　満
円 円 円 円 円 円

105, 000 円未満 0
175, 000 177, 000 3, 480

105, 000 107, 000 170 177, 000 179, 000 3, 550
107, 000 109, 000 280 179, 000 181, 000 3, 620
109, 000 111, 000 380 181, 000 183, 000 3, 700
111, 000 113, 000 480 183, 000 185, 000 3, 770
113, 000 115, 000 580

185, 000 187, 000 3, 840
115, 000 117, 000 680 187, 000 189, 000 3, 910
117, 000 119, 000 790 189, 000 191, 000 3, 980
119, 000 121, 000 890 191, 000 193, 000 4, 050
121, 000 123, 000 990 193, 000 195, 000 4, 120
123, 000 125, 000 1, 090

195, 000 197, 000 4, 200
125, 000 127, 000 1, 190 197, 000 199, 000 4, 270
127, 000 129, 000 1, 300 199, 000 201, 000 4, 340
129, 000 131, 000 1, 400 201, 000 203, 000 4, 410
131, 000 133, 000 1, 500 203, 000 205, 000 4, 480
133, 000 135, 000 1, 600

205, 000 207, 000 4, 550
135, 000 137, 000 1, 710 207, 000 209, 000 4, 630
137, 000 139, 000 1, 810 209, 000 211, 000 4, 700
139, 000 141, 000 1, 910 211, 000 213, 000 4, 770
141, 000 143, 000 2, 010 213, 000 215, 000 4, 840
143, 000 145, 000 2, 110

215, 000 217, 000 4, 910
145, 000 147, 000 2, 220 217, 000 219, 000 4, 980
147, 000 149, 000 2, 320 219, 000 221, 000 5, 050
149, 000 151, 000 2, 420 221, 000 224, 000 5, 150
151, 000 153, 000 2, 520 224, 000 227, 000 5, 250
153, 000 155, 000 2, 620

227, 000 230, 000 5, 360
155, 000 157, 000 2, 730 230, 000 233, 000 5, 460
157, 000 159, 000 2, 830 233, 000 236, 000 5, 570
159, 000 161, 000 2, 910 236, 000 239, 000 5, 680
161, 000 163, 000 2, 980 239, 000 242, 000 5, 790
163, 000 165, 000 3, 050

242, 000 245, 000 5, 890
165, 000 167, 000 3, 120 245, 000 248, 000 6, 000
167, 000 169, 000 3, 200 248, 000 251, 000 6, 110
169, 000 171, 000 3, 270 251, 000 254, 000 6, 220
171, 000 173, 000 3, 340 254, 000 257, 000 6, 320
173, 000 175, 000 3, 410

〈参考資料〉

給与所得の源泉徴収税額表（令和８年分・抜粋）
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〈参考資料〉

最
低
賃
金
の
計
算
方
法

宮城県特定（産業別）最低賃金宮城県特定（産業別）最低賃金
業種は日本標準産業分類による。

鉄 鋼 業
鉄鋼業（高炉による製鉄業、銑鉄鋳物製造業〔鋳鉄管、可鍛鋳
鉄を除く〕、可鍛鋳鉄製造業、その他の鉄鋼業及びこれらの産
業において管理、補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同
じ。）又は純粋持株会社（管理する全子会社を通じての主要な
経済活動が鉄鋼業に分類されるものに限る。）

時間額

1,125円
⑴ 18歳未満又は65歳以上の者
⑵ 雇入れ後3月未満の者であって、技能習

得中のもの
⑶ 清掃又は片付けの業務に主として従事

する者

7.12.15

電子部品・デバイス・
電子回路、電気機械
器具、情報通信機械
器具製造業
電子部品・デパイス電子回路製造業、電気機械器具製造業、
情報通信機械器具製造業又は純粋持株会社（管理する全子会社
を通じての主要な経済活動が電子部品・デパイス・電子回路製
造業、電気機械器具製造業又は情報通信機械器具製造業に分類 
されるものに限る。）

時間額

1,077円

⑴ 18歳未満又は65歳以上の者
⑵ 雇入れ後6月未満の者であって、技能習

得中のもの
⑶ 次に掲げる業務に主として従事する者

イ　清掃又は片付けの業務
口　手作業による包装、袋詰め、箱詰め又は運搬の業務
ハ　手作業による部品の差し、曲げ若しくは切りの業務

又は目視による検査の業務
二　部品の組立て又は加工の業務のうち、手作業により

又は手工具若しくは小型電動工具を用いて行う組
線、巻線、かしめ、取付け又は穴あけの業務

7.12.15

自動車小売業
自動車小売業（二輪自動車小売業〔原動機付自転車を含む〕を
除く。以下同じ。）、当該産業において管理、補助的経済活動を
行う事業所又は純粋持株会社（管理する全子会社を通じての主
要な経済活動が自動車小売業に分類されるものに限る。）

時間額

1,101円
⑴ 18歳未満又は65歳以上の者
⑵ 雇入れ後3月未満の者であって、技能習

得中のもの
⑶ 清掃又は片付けその他これらに準する軽

易な業務に主として従事する者

7.12.15

宮 城 県 の 最 低 賃 金 詳細

宮城県最低賃金 時間額11,,038038 効力発生日
7.10.4

宮城県最低賃金は県内の事業場で働くすべての労働者（臨時、パートタイマー、アルバイト等含む）に適用されます。

次の業種に該当する事業場で働く労働者には、以下の宮城県特定（産業別）最低賃金が適用されます。

（ ）この欄に掲げる労働者は、上記の
宮城県最低賃金が適用になります。

適 用 除 外 労 働 者
効力発生日

注 1   次に掲げる賃金は、最低賃金の計算には含まれません。（１）精皆勤手当（２）通勤手当（３）家族手当（４）賞与等（５）時間外・休日・深夜手当
注 2   日給者・月給者・歩合給者等の賃金については、１時間当たりの賃金額が、最低賃金の時間額を下回ってはいけません。

宮城県最低賃金（時間額1,038円）が適用される事業場で働くAさんの労働条件を、
月給181,000円、１日の所定労働時間８時間、年間所定労働日数260日とします。

最低賃金の解説
⑴　時間給制の場合…時間給≧最低賃金額（時間額）
⑵　日給制の場合……日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額（時間額）
⑶　月給制の場合……月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額（時間額）
⑷　出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合

　出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請
負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額（時間額）と比較します。

⑸　上記⑴、⑵、⑶、⑷の組み合わせの場合
　例えば、基本給が日給制で、各手当（職務手当など）が月給制などの場合は、それぞれ上記⑵、⑶の式により
時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額（時間額）を比較します。

（例）（例）

月給181,000円×12ヶ月
8時間×年間所定労働日数260日 ≒1,044.23円≧1,038円

この場合は最低賃金額以上となっています。

円
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〈参考資料〉
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３
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卒
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給
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Ｃ
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Ｆ
保
安
の

職
業

Ｇ
農
林
漁
業

の
職
業

Ｈ
生
産
工
程

の
職
業

I輸
送・
機
械

運
転
の
職
業
J建
設・
採
掘

の
職
業

K運
搬・
清
掃・

包
装
等
の
職
業

5～
29

人

中
学

卒
＊

16
7

－
－

－
－

－
－

－
－

－
＊

16
7

－

高
校

卒
19

1
＊

18
5

18
8

19
0

19
1

18
9

＊
18

4
＊

18
0

18
7

－
20

0
＊

16
2

大
学

卒
22

3
＊

24
7

21
9

22
6

24
0

21
4

－
＊

20
3

＊
21

3
＊

22
5

＊
28

2
＊

21
6

30
～

99
人

中
学

卒
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

高
校

卒
19

2
＊

22
5

20
1

18
5

19
1

19
4

＊
19

3
＊

18
2

18
5

＊
19

2
20

6
＊

17
8

大
学

卒
22

8
＊

21
6

22
7

22
4

23
7

22
4

＊
22

9
－

＊
22

3
－

＊
23

9
＊

22
0

10
0～

29
9人

中
学

卒
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

高
校

卒
19

1
－

18
9

19
1

19
8

19
2

＊
17

4
＊

22
1

18
7

20
8

19
6

＊
22

3

大
学

卒
22

9
＊

23
1

23
3

23
0

23
2

22
5

－
－

21
3

－
23

6
＊

22
0

30
0～

49
9人

中
学

卒
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

高
校

卒
19

0
－

＊
19

1
＊

20
7

19
0

18
9

＊
18

7
－

18
8

－
－

＊
18

7

大
学

卒
22

7
－

23
4

21
9

22
6

21
4

－
－

24
2

＊
22

4
＊

24
8

＊
20

4

50
0～

99
9人

中
学

卒
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

－

高
校

卒
19

1
－

19
6

20
9

18
8

17
6

－
－

＊
18

2
＊

19
7

19
0

＊
20

8

大
学

卒
24

1
－

25
3

23
9

26
8

19
7

－
－

22
4

＊
21

8
－

－

10
00

人
以

上

中
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卒
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－
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卒
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－
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（
注
）
◎
令
和
7
年
3
月
新
規
学
卒
者
の
初
任
給
を
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得
デ
ー
タ
か
ら
学
歴
別
・
職
業
別
に
検
索
し
た
も
の
で
す
。

◎
採
用
時
の
賃
金
の
平
均
を
「
千
円
」
単
位
で
表
示
し
て
い
ま
す
。（
千
円
未
満
切
捨
）

　
な
お
、
賃
金
は
超
過
勤
務
手
当
、
臨
時
の
給
与
な
ど
を
除
き
毎
月
決
ま
っ
て
支
払
わ
れ
る
も
の
の
総
額
で
す
（
税
込
み
）。

◎
表
中
の
「
＊
」
は
対
象
者
が
少
な
い
（
10
人
未
満
）
こ
と
を
、「
-」
は
対
象
者
が
い
な
い
こ
と
を
表
し
ま
す
。
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〈参考資料〉

安定所名 所　　在　　地 電　　話 管　轄　区　域

仙 台
〒983－0852
仙台市宮城野区榴岡４－２－３
仙台MTビル３～６階

022（792）1747
（学卒部門）

仙台市、名取市、岩沼市、
亘理郡

大 和
（出張所）

〒981－3626
黒川郡大和町吉岡南２－３－15 022（345）2350 富谷市、黒川郡

［大郷町を除く。］

石 巻
〒986－0832
石巻市泉町４－１－18
石巻合同庁舎

0225（95）0158 石巻市、東松島市
牡鹿郡

塩 釜
〒985－0016
塩釜市港町１－４－１
マリンゲート塩釜３階

022（362）3361
塩釜市、多賀城市、
黒川郡のうち大郷町、
宮城郡

古 川
〒989－6143
大崎市古川中里６－７－10
古川合同庁舎

0229（22）2305 大崎市、加美郡、遠田郡

大 河 原
〒989－1201
柴田郡大河原町大谷字町向126－４
オーガ（Orga）１階

0224（53）1042 角田市、柴田郡、伊具郡

白 石
（出張所）

〒989－0229
白石市字銚子ケ森37－８ 0224（25）3107 白石市、刈田郡

築 館
〒987－2252
栗原市築館薬師２－２－１
築館合同庁舎

0228（22）2531 栗原市

迫
〒987－0511
登米市迫町佐沼字内町42－10 0220（22）8609 登米市

気 仙 沼
〒988－0077
気仙沼市古町３－３－８
気仙沼駅前プラザ２階

0226（24）1716 気仙沼市、南三陸町

仙 台 新 卒 応 援
ハ ロ ー ワ ー ク

（大卒等の取扱いのみ）

〒983－0852
仙台市宮城野区榴岡４－２－３
仙台MTビル６階

TEL 022（206）6500

県内公共職業安定所一覧
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新規高等学校卒業者を採用される
事業主の皆様へ

令和8年度

求人申込みから
定着まで

宮城労働局職業安定部職業安定課

（公共職業安定所）

C90 Y100
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